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午前10時00分開議 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  皆様おはようございます。御起立をお願いいたします。一同、

礼。 

〔起立・礼〕 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御着席ください。議長の許可を得ていますので、暑い方は上

着をお取りください。 

○議長（工藤 博志議員）  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（工藤 博志議員）  日程第１、一般質問を行います。質疑される方は、最初の答弁以降に

ついては、質問の内容に応じ答弁者を指名して質疑願います。 

 議員、執行部、双方に申し上げます。質問、答弁につきましては、マイクを口に近づけて発言

されるようお願いいたします。 

 最初に、板倉哲男議員の質問を許します。質問席に登壇願います。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  改めて、おはようございます。少し風邪ぎみで鼻声で御聞き苦

しいかもしれませんが、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 高千穂町人口ビジョンと総合戦略について質問させていただきます。 

 ２０１４年、日本創生会議から、全国で８９６の市区町村について消滅可能性があると発表さ

れました。それを受け、政府が東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯どめをかけ、日本全

体の活力を上げることを目的とした一連の政策である地方創生を発表しました。 

 地方自治体においても、人口ビジョンと５年間の施策の方向を示す総合戦略の策定が求められ、

高千穂町においても２０１６年に策定されました。これらは５年おきに見直しと再策定をするこ

ととなっており、今年度がその年度となっております。人口ビジョンと総合戦略の再策定にあた

り、以下についてお尋ねしたいと思います。 
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 １、人口ビジョンの浸透について。 

 ２、地区別人口ビジョンの必要性について。 

 ３、住民自身による人口ビジョン策定について。 

 ４、地区別人口ビジョンと高千穂町人口ビジョンの関係について。 

 ５、地区別戦略の必要性について。 

 ６、総合戦略における行動目標の重要性についてです。 

 まず、人口ビジョンの浸透についてです。 

 ビジョンは「ありたい姿」、戦略は「ビジョンを達成するための手段」です。つまり、高千穂

町がどのような姿を目指し、その実現のために何をするのかについて明文化したものが、人口ビ

ジョンと総合戦略です。これらは、明文化されるだけでは意味がなく、かかわる全ての人の間に

浸透しなければ意味がありません。 

 何をするかについては、それぞれの立場により異なりますので、総合戦略の全てが浸透するの

は難しいと思いますが、高千穂町が目指す姿である人口ビジョンについては、町職員一人一人、

さらには町民一人一人にまで浸透することが理想だと思います。 

 しかし、２０１６年に策定してから今日に至るまで、人口ビジョンが十分に浸透できているの

かというと、町職員の間においてもまだまだ十分ではないと感じます。 

 人口ビジョンを浸透させるための新たな取り組みが必要だと思います。 

 次に、地区別人口ビジョンの必要性についてです。 

 人口減少に歯どめをかけることは、行政だけでできることではなく、住民との協働が必要です。

しかし、現状を考えると、住民との協働はまだまだ不十分だと思います。理由として、先述のと

おり、人口ビジョンが住民一人一人に浸透していないことが挙げられます。 

 なぜ人口ビジョンが浸透しないのかというと、現在の人口ビジョンは高千穂町全体の人口ビジ

ョンとなっており、住民にとって自分ごととして捉えることが難しいからです。 

 人口ビジョンを多くの住民にとっての自分ごととするには、公民館区や小学校区などより身近

な生活圏における地区別人口ビジョンを策定する必要があると思います。 

 次に、住民自身による人口ビジョン策定についてです。 

 人口ビジョンを住民と共有するための最もよい方法は、住民自身がみずからの地区の人口ビジ

ョンを策定できるようになることです。人口ビジョンは、人口の現状と将来の予測を示すもので

す。人口予測に使われる手法として、コーホート要因法とコーホート変化率法の２つがあります。 

 国立社会保障人口問題研究所といった専門機関はコーホート要因法を使っており、日本創生会

議の発表もコーホート要因法の人口予測を下敷きにしているそうです。しかし、コーホート要因

法は専門性が高く、専門知識のない人が扱うことは難しい方法です。 
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 一方、コーホート変化率法は比較的簡単で、専門知識がなくとも扱うことが可能です。そして、

どれくらい定住をふやせばよいのか、出生率や転出率の改善を組み合わせた場合どうなるのかな

ど、具体的な目標を算出することもできます。また、そうした目標について、住民がこれならで

きると思える目標を設定することが、人口ビジョンを浸透させる上で重要だと思います。 

 以上のことから、コーホート変化率法を用いて、町内それぞれの地区ごとの人口ビジョンを住

民とともに作成するべきだと思います。 

 次に、地区別人口ビジョンと高千穂町人口ビジョンの関係についてです。 

 地区別人口ビジョンをつくるとして、策定する順序は、まず地区別人口ビジョンをつくり、そ

の後に高千穂町人口ビジョンをつくるべきだと思います。 

 なぜなら、それぞれの地区において、地元住民がこれならできると思える目標を掲げた地区別

人口ビジョンを合算したものが、高千穂町人口ビジョンとなるべきだと思うからです。 

 もしも、高千穂町人口ビジョンが先にあり、その目標を割り振るトップダウンの形で地区別人

口ビジョンをつくったとしても、地区によっては非現実的なものになることもあるでしょうし、

何より住民にとって自分たちの目標だと捉えることが難しいと思います。 

 そのため、まずはそれぞれの地区別人口ビジョンを策定し、その後にボトムアップで高千穂町

全体の人口ビジョンを策定するべきだと思います。 

 次に、地区別戦略の必要性についてです。 

 地区別人口ビジョンで地区の目標を設定した後は、その目標を達成するための地区別戦略が必

要になります。地区別人口ビジョンと同様の理由で、地区別戦略も住民が策定するべきだと思い

ます。 

 なぜなら、人口減少に歯どめをかけるには、ＵＩＪターンによる転入をふやす必要があり、そ

うした転入者を受け入れるのは、その地区の住民だからです。高千穂町人口ビジョンの中で、Ｕ

ＩＪターンのターゲットとして、２０から４０代夫婦と子供二人の家庭や、リタイヤ世代、若年

の単身者を想定しています。 

 それぞれのターゲットが定住するために、みずからの地区のセールスポイントが何なのか、逆

に弱みが何なのかを整理し、これならできると地区住民が思える取り組みを地区別戦略として策

定するべきだと思います。 

 次に、総合戦略における行動目標の重要性についてです。 

 目標には成果目標と行動目標の２種類があります。 

 現在の総合戦略には、高千穂町人口ビジョンの達成のための、さまざまな細分化された成果目

標が設定されています。一方で、行動目標の視点が弱いと感じます。 

 例えば、総合戦略の中の成果目標の中に「空き家紹介によるマッチング数が５年間で１０世
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帯」と「転入者数が３９１人から４００人」という目標があります。 

 しかし、その実現のため施策として明記されているものの中に「空き家を含めた移住者向け住

宅の確保・整備」というものがありますが、これだけではいつ、誰が、どのような行動をするこ

とで、移住者向け住宅の確保・整備ができるのかが不明確です。多くの成果目標を上げたとして

も、それぞれの成果目標を達成するための行動目標にまで落とし込まなければ、絵に描いた餅に

なってしまいます。今年度策定する総合戦略では、行動目標を明確にする内容であるべきだと思

います。 

 以上を踏まえ、町長にお尋ねします。 

 １、前回策定した高千穂町人口ビジョンが、町職員、住民にそれぞれどれほど浸透していると

お考えでしょうか。また、今以上に浸透を図るために、どのような取り組みをお考えでしょうか。 

 ２、高千穂町全体の人口ビジョンだけでなく、地区別人口ビジョンの策定が必要だと思います

が、今年度策定する人口ビジョンは、地区別人口ビジョンを含めたものにする予定はあるのでし

ょうか。 

 ３、地区別人口ビジョンを策定するとして、住民みずからが人口ビジョンを策定するのがよい

と思います。人口ビジョンをつくってみるワークショップのような取り組みを各地区でできれば

よいのではないかと考えますが、そうした取り組みはお考えでしょうか。 

 ４、地区別人口ビジョンを策定するとして、まずは地区別人口ビジョンを策定し、それを合算

したものを高千穂町人口ビジョンとするべきだと思いますが、地区別人口ビジョンと高千穂町人

口ビジョンをどのような順序、関係で策定するお考えでしょうか。 

 ５、地区別人口ビジョンが必要だと考えるのと同じ理由で、地区別の戦略が必要だと思います

が、今年度見直される総合戦略において、地区別の戦略を策定するお考えはあるでしょうか。 

 ６、総合戦略は成果目標だけでなく、より具体的な行動目標を明確にした内容であるべきだと

考えます。今年度策定する総合戦略について、具体的な行動目標を明記したものにするお考えは

あるでしょうか。 

 ７、公約の一つである「移住・定住対策の充実強化」の実現のために、今後新たに取り組む予

定の施策があればお教えください。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  では、板倉議員の高千穂町人口ビジョンと総合戦略についての御質問

にお答えをいたします。 

 初めに、前回策定した人口ビジョンがどれほど浸透しているか。また、今後の取り組みについ

ての御質問にお答えをいたします。 
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 現在の、高千穂町人口ビジョンと総合戦略につきましては、町広報紙の平成２８年３月号と高

千穂町ホームページでその策定と概要について、町民の皆様にお知らせをしたところでございま

す。また、高千穂町まち・ひと・しごと創生会議の中でも産官学金労の各団体の委員の皆様にも

周知をしております。 

 また、職員向けには同年３月の課・施設長会で周知したところでございますが、現時点で十分

に浸透しているとは言えない状況であるため、今後は町広報紙、ホームページはもとより、次期

人口ビジョンと総合戦略の策定の際に、町民向けワークショップ等を開催し、浸透を図っていき

たいと考えております。 

 次に、地区別の人口ビジョン策定と各地区での取り組みについてでありますが、宮崎県が取り

組んでおります宮崎ひなた生活圏づくり事業を活用いたしまして、町内を１６地区に分けたうえ

で統計データを用い、現状や１０年後、２０年後の将来予測シートを作成することとしておりま

す。 

 今年度は、県と一緒にこの将来予測シートを使い、町内１地区をモデル地区として、今後起こ

り得る課題や将来に備えた活動についてのワークショップを行う予定としており、その後、町独

自で順次町内各地区に広げていくこととしております。 

 次に、人口ビジョンの作成順序につきましては、議員御指摘のとおり、地区別の人口ビジョン

を作成し、それをもとに高千穂町人口ビジョンを作成したほうが、よりよいビジョンが作成でき

ると考えております。 

 次に、地区別の戦略につきましては、地区別人口ビジョンに対応したＵＩＪターンなどの人口

減少を緩やかにするための施策が、具体的に地区別に整理できるのであれば、総合戦略の基本目

標の中で地区別で掲載することも可能だと考えております。 

 次に、総合戦略の具体的な行動目標につきましては、現総合戦略ではＫＰＩ（重要業績評価指

標）の達成のために効果があり、かつ実現可能性のある施策を掲載しております。各課・施設で

は、これに基づいて具体的な事業計画を作成し、予算を編成しているところであります。 

 まち・ひと・しごと創生会議では、ＫＰＩを達成するための各種事業の実績などについても、

委員の皆様にお示しをしております。次期総合戦略の策定作業の際には、具体的な行動目標を示

すことができる施策について、その明確化について検討してまいります。 

 次に、移住・定住対策の充実強化につきましては、現在もＵＩＪターン推進事業として、移

住・定住対策をＮＰＯ法人と協働で実施しておりますが、今年度より新たに宮崎県との事業でわ

くわく地方生活実現パッケージに係る移住・定住支援事業の中で、マッチングサイトの選定企業

に就職したもの及び一次産業や医療福祉事業等に従事する移住者に対する移住支援金を、１世帯

に１００万円、単身者に６０万円支給する事業を予定しております。 
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 今後も、県が行うこの事業とあわせまして、企業誘致やまちづくりによる雇用の場の確保も進

め、移住・定住の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  それでは、再質問の前に議長の許可を得て資料を配付させてい

ただいておりますので、まず資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１枚目、１ページ目の一番上のグラフですけれども、こちらが２０１８年現在の高千穂

町の人口ピラミッドになっております。見てのとおり６５歳から６９歳の層が一番人口が多いと

いうことがわかると思います。 

 そして、私の質問の中で人口予測の方法であるコーホート変化率法について述べさせていただ

いたんですけれども、そのコーホート変化率法の説明をしたいと思います。 

 コーホート変化率法に必要なのが、２カ年の５歳刻みの人口となっております。こちらの資料

では、ちょっと字が小さいんですけれども、２０１３年と２０１８年のデータで５歳刻みとあと

男女別で記載したものですけれども、結局２０１３年から２０１８年にかけて、人口がふえたの

か、減ったのかというところを、その変化率を計算しています。 

 例えばそこに、資料にも例として書いていますけれども、２０１８年における２０から２４歳

男性の変化率はここに書いてあるとおり、変化率としては０.５８ということになります。その

それぞれの年代の変化率をグラフにしたのが１枚目の一番下のグラフになります。年齢階層別の

人口増減率というものです。 

 当然、今現在高千穂町全体で人口が減っておりますので、このグラフでも下向きのマイナスに

なっているグラフが多いというのがこれでもわかるんですけれども、マイナスはマイナスでもい

たし方ないマイナスというものありまして、例えば高齢になればなるほどマイナスになっていま

すけれども、これはどうしようもない、仕方がないマイナスになると思います。 

 ただ、本町にとっての問題がですね、──もう一つ仕方ないマイマスとしまして２０歳から

２４歳のところもマイマスになっています。こちらも仕方ないマイナスでして、つまり本町には

大学や専門学校がありませんので、どうしてもこの年代が出ていくというところも、これも仕方

がないのかなと思います。 

 ただ、本町にとって一番問題点がその後の２０代後半であったり３０代前半で、グラフでも若

干プラスにはなってはいるんですけれども、ここのプラスが非常にマイマスに比べて小さいとい

うところが、本町にとって一番問題なのかなというのが、このグラフを見てもわかるかなと思い

ます。ここの２０代後半、３０代前半をいかに取り戻すのかというところが非常に重要なのかな

というふうに思います。 



- 8 - 

 そして、コーホート変化率法では、ここで計算した、ここで２０１３年と２０１８年の人口の

データで計算した変化率が、今後も続くという想定で人口の予測をしていきます。それが資料の

２ページ目になります。こちらもちょっと字が小さいわけなんですけれども、変化率が続くとし

てずっと、ここでは２０６３年まで計算しているんですけれども、その真ん中のグラフを見てい

ただいたら、その予測の表となっております。 

 このように、どんどん減少していくということが、こういう計算方法でもわかるということで

す。一番下が、小中学生の人口の予測となっていまして、子供の人口もどんどん減っていくとい

うことがわかります。この人口が減っていくということは、いろんな新聞の報道等でも御存じか

と思います。ただ、問題がここからといいますか、人口減少が進むということは恐らく町民の方

全てがわかってはいるとは思うんですけれども、どこまで自分にとって身近にそれを捉えるかと

いうところになるのかなと思います。 

 高千穂町全体で、人口が減っていくということを見ても、なかなか実感が持てないという人も

いるのではないかなと思います。そこで、私が提案させていただきたいのが、質問の中でも提案

しましたけれども、小学校区あるいは公民館区といった、より身近な生活圏における人口減少を

考えるということです。この小さい地区の人口予測についてもこれと同じコーホート変化率法を

用いることで可能でして、実際私のほうで公民館ごとで計算したのが、資料の３ページと４ペー

ジになります。 

 このように、公民館ごとで人口減少を考えると、より町民の皆さんにとっても身近にリアリテ

ィをもって捉えることになるのかなと思います。ただ、あらかじめお断りしておきますと、これ

はあくまで本当に基準の計算といいますか、予測ですので、またどうしてもこういう方法だとサ

ンプル数が少ない場合、人口が少ない場合ほど誤差が大きくなります。必ずこの公民館の人口が

こうなるということでは限りませんので、その点御了承ください。 

 というのも、例えば計算してみて、あれと思ったのが３ページの上押方公民館なんですけど、

上押方公民館ではすごく人口がふえるというような計算結果になってしまっているんですが、こ

れはさすがに誤差の範囲になるのかなと思います。ただ、将来ここまで人口がふえないにしても、

２０１３年から２０１８年にかけて人口が減っていないということは、間違いなく言えるのかな

と思います。 

 そして、そのコーホート変化率法では、このままいったら減ったるのはわかるんだけれども、

じゃあ今の人口を維持するために、あと何人ふえないといけないかということを計算することも

できまして、それを計算したのがこの表の右側にあります人口、高齢化率、子供数、３条件同時

安定化達成というところなんですけれども、その中でもわかりやすいのが、一番右側の達成必要

定住増加数の（人）のところです。一番上の町区を例にしますと、そこの達成必要定住増加数が
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１６.１となっていますけれども、もし町区の人口を維持するとなったときに、毎年１６人の定

住増加があれば町区の人口が現状維持ができるということになります。 

 このように、公民館ごとで今後人口がどうなるのか、また今の人口を維持するために何人の定

住をふやさないといけないのかというものを計算して、それを全部全ての公民館の数字を足した

ものが、資料の４ページの一番下に書いています。資料の一番下の一番右側に１４７.７という

数字がありますけれども、つまり高千穂町に毎年１４７人、あるいは１４８人の定住を増加すれ

ば、高千穂町の人口を現状維持ができるということになります。 

 そして、実際に１４７人、１４８人が継続的に毎年定住、増加した場合の人口予測というもの

を、資料の５ページに載せています。これだけの定住増加があれば、現在の人口を維持できると

いう計算になります。 

 以上、簡単に今回の私の一番の主張をまとめますと、人口ビジョンをつくるにあたって自治体

全体の、高千穂町全体で考えるのではなくて、ここでは公民館区で出したんですけれども、小学

校区ですとか、より身近な生活圏での視点というものも必要ではないかということになります。 

 実際にこうした地区別で人口ビジョンというものをつくっている自治体もやはりありまして、

その一例が資料の６ページに載せています島根県の邑南町というところなんですけれども、こち

らでは前回の策定の時点で地区別の人口ビジョンであったり、地区別の転入の目標、地区別の戦

略というものをつくっています。 

 資料６ページの下のほうなんですけれども、これは邑南町のホームページをコピーしたものに

なるんですけれども、総合戦略策定までの経過が書いていますが、総合戦略策定までにかなり

ワークショップ形式等で住民の方も参加してつくられたんだなというのが、これを見てもわかる

かと思います。 

 今年度、高千穂町が人口ビジョン総合戦略を見直すにあたって、ぜひこうした事例も参考にし

てほしいと思います。 

 では、一旦資料の説明を終わりにしまして、再質問をしていきたいと思います。まず、私が質

問させていただいたのが、前回つくった人口ビジョンがどれほど町職員や住民に浸透しているか

という質問でした。そして、答弁として十分に浸透しているとは言えないという答弁でした。 

 私ごとですけれども、私もかつて役場の中で仕事をさせていただいていたんですけれども、そ

の間に人口ビジョンについて振り返る機会があったかというと、あまり思いつかないというのが

正直なところです。今回ぜひ職員間に十分に浸透するように取り組んでいただければというふう

に思っていまして、町民向けについては先ほど提案させていただきました地区別の人口ビジョン

であったり、地区別の戦略というところを検討いただければと思います。 

 そこでまず再質問としてお伺いしたいのが、町の職員向けにいかに人口ビジョンを浸透させる
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のかということを質問したいと思います。答弁では、前回は課長会で周知したということでした

けれども、やはりそれだけではなかなか浸透するというのは難しいのかなと思っております。 

 町長に質問したいと思いますけれども、今年度新しい人口ビジョンをつくるわけですけれども、

つくった後、それをいかに職員間に人口ビジョンを浸透させるのかというお考えをお伺いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  板倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 確かに答弁で述べましたとおり、前回の人口ビジョンにつきましては、また総合戦略につきま

しては職員の末端までといいますか、それぞれの担当職員まで十分に浸透しきれていなかったの

ではないかというふうな気持ちは持っております。 

 今回、５年ごとに見直すということでありますので、策定を進めていくわけでありますけれど

も、今回もちろん課長会等で周知を図っていく、もちろん課長会で図るというのは課長だけにお

話するわけではなくて、課長を通じて各課の中で見ていただく、末端まで伝えていただくという

ことが趣旨でありますけども、なかなか業務多忙の中で、それ全てに目を通すというのはなかな

か難しい部分があるのかなというふうに認識をしております。 

 やはり、各課ごとに十分に職員の意見を聞き、また人口ビジョンを周知するというような、そ

ういった課ごとの研修会なりを開いていく必要があるのかなというふうに思います。それにつき

ましては、今後検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  この組織としての、組織が目指す大きなビジョンというものを、

組織の中の人間にいかに浸透させるのかという問題は、当然自治体だけではなくて、民間の会社

でも当然あるわけです。ここで、ちょっと私も本を読ませていただいたんですが、日本一働きた

い会社のつくり方という本を紹介したいと思います。 

 この本の著者ですけれども、株式会社ライフルの人事本部長をされている原さんという方が、

実際に取り組んだことが書かれています。その中でも、会社としてビジョンをいかに浸透させる

のかということで、３つの取り組みが紹介されています。その一つが部署ごとのビジョンの策定

です。組織として一つの大きな目標に向かっているとはいえ、ある程度の規模の組織になれば、

いろんな部署に分かれて仕事をしています。 

 そうなりますと、やはり先ほど町長も言いましたとおり、日々の多忙な仕事、業務をしている

中で、なかなか自分の日々の仕事と組織として目指しているビジョンがどうつながっているのか

ということが、なかなか実感しにくいということがあると思います。そうならないように、自分
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の日々の仕事と組織として目指しているビジョンのつながりを確認するために、部署ごとのビジ

ョンを策定するという方法を紹介していました。 

 この部署ごとのビジョンをつくるというのは、個人的にとてもいいなと思いまして、こうした

取り組みをしている自治体があるのかなと思って、ちょっとインターネットでですけれども、調

べましたらありましたので資料をつけております。資料の１１ページになるかと思います。 

 こちら、山口県の岩国市の資料の一部となっております。山口県の岩国市では、部署ごとのビ

ジョンというものをつくっていまして、こちら資料では総務課の資料となっていますけれども、

総務課として目指すビジョンというものを策定しまして、それに基づいた目標であったり、取り

組みを明文化しております。 

 町長にお伺いしたいと思いますけれども、高千穂町人口ビジョンという本当に非常に壮大な目

標を目指すにあたって、自分たちの部署がどうあるべきかという、部署ごとのビジョンをつくる

というのは、別に予算がかかることでもないですし、非常にいいのかなと思うわけですけれども、

町長のこういうものがあるということを知った上で、町長のお考えをお聞かせいただければと思

います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  板倉議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 前回、総合戦略を策定するにあたっては、こういった明文化するものまでは作成をしておりま

せんけれども、総合戦略を取りまとめる、当時は財政課として総合戦略を取りまとめさせていた

だきましたけれども、財政課とそして各課ごと、課長また担当、係長以上とともに面談といいま

すか、それぞれの人口維持を図っていくために、どういうことをやりますかと、どういうことを

中心に取り組んでいきますかと、そして問題点を共有し、新たな施策の立案ということについて

協議の場を時間をとって各課ごとにやっていったところであります。 

 それを、そういうことはやっているという実情はあります。ただ、それをしっかりしたシート

に落とすということはできておりませんでしたので、引き続きそういった各課ごとの目標をヒア

リングする、そしてともに考えるという中で、このような、そういうことをやっているというこ

とをちゃんと残すという形でシートを作成するということについては可能であると思いますので、

今後せっかくこういった御提案をいただきましたので、実現に向けて各課ともにまた協議をして

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  前回も実質やっていたということであれば、ぜひそれをこのよ

うに明文化する形で残せばより浸透するのかなと思いますので、検討いただければと思います。 
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 そして、そのビジョンを浸透させる３つの方法といいましたが、残りの２つも紹介したいと思

うんですが、先ほどの件はつくる過程の問題だったと思うんですが、そのビジョンをつくった後

の話でして、一つは社員に対してその部署のトップが、その部署のビジョンの実現に向けてきち

んと行動しているか、ビジョンに沿った指示を出しているかどうかのアンケート調査をするとい

う方法を紹介していました。つまり、部下が上司を評価するということになります。 

 もう一つが、これも同じアンケートなんですけれども、社員自身が自分が所属している部署の

ビジョン実現に向けた行動ができているかどうかというものを、みずからアンケートで回答する

という取り組みです。自己チェックのこうしたチェックをするアンケートをすることで、自分が

日々何のために仕事をしているのかを振り返り、ビジョンを見直す機会となって、結果としてビ

ジョンが浸透するということだと思います。 

 ぜひこうした５年おきに見直すだけでなくて、半年ごとあるいは１年ごとでいいのかなと思う

んですが、こうした振り返るアンケートというものも非常にいいのかなと思いましたので、あわ

せて紹介させていただきたいと思います。 

 次に、地区別人口ビジョンと地区ごとのワークショップなどの取り組みについての再質問をし

たいと思います。 

 答弁では、県の事業を活用して、町内を１６地区に分けて人口の将来予測シートを作成すると

いうことでした。前回策定した人口ビジョンが高千穂町全体の視点しかなかったわけですけれど

も、今回１６地区に分けるという視点を持ったのは非常に大きな前進かなというふうに思います。 

 ただ、ちょっと気になったのが、ワークショップについての答弁なんですが、今年度１地区を

モデル地区として今後起こり得る課題や将来に備えた活動についてのワークショップを行う予定

で、順次町内各地に広げていくという答弁でした。この答弁の意味を、確認の意味でお尋ねした

いと思うんですけれども、こうしたワークショップ、今年度１地区のみでほかの１５地区は来年

度以降にワークショップをするという意味なのかどうかお答えいただければと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  板倉議員の御質問にお答えいたします。 

 今年度モデル地区として１地区をやりますというふうにお答えいたしましたのは、県の事業で

行っておる事業を、このワークシートを作成するということがありますけれども、県の事業とし

て県の専門的にやっている職員が同行し、そして町職員も一緒に入り、地区の人たちと一緒にや

るモデル地区を１地区やるということでありまして、それ以外については県職員は入らない形で

町職員のみが入るような形で、県がこれ使っていいですよと言っていただくワークシートに、そ

の地区のデータを入力しまして、町独自で各地区で展開をしてまいると、そういった意味合いで

ございます。 
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 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  もう一度確認の質問になるんですけれども、ということは県の

職員が入らない町職員によるワークショップについては、１６地区でワークショップをするとい

うことでよろしいでしょうか、お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  板倉議員のおっしゃるとおりでございます。１６地区に分けた場合、

１地区は県職員の、専門的にやっている職員の指導の中でワークショップを進めてまいりたいと

思います。その進め方等につきまして、一緒に同行したという経験を経まして、そして町職員が

先導役となりまして、このワークショップを前に進めるということでございます。 

 計画によりますと、来年度から５年間の計画になるのが通常ではあるところですけれども、今

全国で各自治体で長期総合計画の時期とずれているというところがありまして、そこを今まだま

だ検討中でありますけれども、もしかしますと１年後ろにずらす、そして高千穂町の長期総合計

画とタイミングをあわせるといったことの可能性を今考えております。 

 そういった場合には、今年度中に全てを終わらせるということではなく、来年度にまでかけて

やっていくという可能性もゼロではないということです。まだ確定ではございませんけども、そ

ういった考えてもちょっとあるということであります。でも、できるだけ早い時期に町職員独自

で１５地区、県職員とやる１地区プラス町職員がリードする形で行うワークショップを１５地区、

早期にやっていくということで考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  前回つくった人口ビジョンや総合戦略については、本当に時間

がない中でばたばたとつくったというような話も聞いています。ただ、やはり本当につくるだけ

では意味がないわけでして、じっくり考えたものをつくったほうがいいというふうに思います。

ですので、今おっしゃいましたけれども、じっくり時間をかけて長期総合計画とあわせて、今年

度あるいは来年度につくるということでもいいのかなと思います。 

 ただ、そこで重要になるのが私としてはそういう住民が参加したワークショップだろうという

ふうに考えていますので、そこはぜひぶれずにやっていただきたいというふうに思います。 

 そして、人口ビジョンの地区別の人口ビジョンをつくるにあたって、結局人口ビジョン、その

地区の目標をどうするかというところなんですけれども、もう一度資料の３ページあるいは

４ページを見ていただければと思います。 

 その資料の３ページ、４ページの右側に現在の人口を安定させるために、何人の定住が必要な
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のかというものを試算で出したわけですけれども、結局そういった地区別のワークショップをす

ることで、ここの数字を住民みずからが決定する必要があるというふうに、私としては考えてい

ます。 

 極端な話ですけれども、もしその地区の方がこのまま人口が減少してもいいんだということで

あれば、ここの数字がゼロになるんですけれども、ただ人口減少を何とか食いとめたいというこ

とであれば、ここに何らかの数字が入るわけでして、そこをやはり住民自身が決めるということ

が大切になるというふうに思っています。そうした意味で地区ごとのワークショップというもの

は必須だと思いますので、ぜひ今年度中に終わらないにしても、ぜひ各地区でしていただけると

いう答弁でしたので、ぜひ実行していただければというふうに思います。 

 次に、地区別の戦略について再質問をしたいと思います。いただいた答弁では、ＵＩＪターン

などの施策が地区別に整理できれば地区別に掲載することも可能という答弁をいただきました。

ただ、この答弁の意味なんですけれども、恐らく行政主導でつくったＵＩＪターンなどの施策を

地区別にまとめるという意味なのかなと思ったんですけれども、ただ私が必要だと思う地区別の

戦略というのは、行政主導の戦略ではなく、人口ビジョンと同じで地区の住民みずからがＵＩＪ

ターンをふやすために、自分たちに何ができるのかを、みずから考え実行する戦略が必要だとい

うことになります。 

 資料の１０ページを見ていただきたいと思います。資料の１０ページ、これが先ほど紹介した

島根県邑南町の総合戦略の一部のコピーとなっています。邑南町では、前回策定の時点で地区別

の戦略というものをつくっていまして、総合戦略の中にも明記されています。 

 ここの下線部だけ読ませていただきますけれども、１２の公民館エリアにおいて地域に根差し

た特色ある人口減少対策を提案していただくようお願いしました。全エリアから地区別戦略を提

出いただきました。地区別戦略は、地域住民の皆さんが主体となって事業を実施いただくもので

すというふうにあります。つまり、邑南町の総合戦略ではこの１２地区の住民が考えた、資料で

はこの１ページしかつけていないんですけれども、この後に実際に１２公民館の方が考えられた

事業がいろいろと書かれています。 

 非常にすばらしい内容だなと思いました。ぜひこの議会終了後にでも、インターネットで検索

をすれば見れますので、目を通していただければというふうに思います。つまり、こうした住民

が主体となった定住増加の戦略があって、それを行政がサポートするというのが理想的な地区別

の戦略だと思います。 

 町長に再度お伺いしたいと思いますけれども、人口ビジョンの目標を達成するためには、住民

が主体となった定住増加に取り組む地区別の戦略が必要だと思います。人口ビジョンという大き

な目標を達成するため、それぞれの地区の住民みずからが考えた地区別の戦略について、今回の
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総合戦略にそれを踏まえたものにするのかどうか、町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  板倉議員の御質問にお答えいたします。 

 確かに、地区別戦略ということを策定するということは、地区でどう取り組めるかというとこ

ろについてはなかなか限界もあるのかなというふうには思っております。ただ、地区住民の皆様

がそういったワークショップを通じて、今後のそれぞれの集落の将来を考えるという機会を持つ

というのは大事なことだというふうに思います。やはりそれぞれの地区だけで例えば移住を何人

ふやすとかいっても、なかなか厳しいものがあるんじゃないかというふうには思っております。 

 ただし、そういった地区の皆さんが考えるビジョンを集約しまして、おっしゃったとおりであ

りますけれども、そこで町が全体として何ができるかということを考える、その基礎となるもの

が住民の思いというのを集約するということが大事だと思いますので、先ほどから申し上げます

ように１６地区に分けましてワークショップを行う。当然その中で、集落、地区でこういうこと

を目標に取り組んでいきましょうということは出していただくということで考えておりますので、

どこまでの内容になるかわかりませんけれども目標を立てると、そしてこういうことに取り組ん

でいくんだということについては、そこまで持っていった上でそれを集約して、それを実現する

ために町として何ができるかというような書きぶりになるかなというふうに思いますけれども、

地区別の戦略はぜひとも必要かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  本当にこの人口ビジョンは非常に壮大な目標でして、これを実

現するためには町職員だけが頑張っても実現できないと思います。ぜひ、地元の住民をいい意味

で巻き込んで、そういった意味で地区別の戦略というものの策定に取り組んでいただければとい

うふうに思います。 

 次に、移住・定住対策について質問したいと思います。それにあたりまして、資料の一番後ろ、

１２ページなんですけれども、明石市の事例を紹介したいというふうに思います。この明石市と

いうのは、以前市長の暴言問題というものがありまして、市長が辞職したわけなんですけれども、

結局その後の選挙で市民の支持を得て再選を果たされています。じゃ、結局どういった政策が支

持をされたのかということになりますと、非常に子育て支援を頑張っているということでした。 

 具体的には、資料にもつけていますけれども、これ高千穂町でも実施しているんですが、中学

校までの医療費の無料化であったり、明石市では二人目からの保育料の無料化など、もちろんこ

れ以外にもいろんな子育て支援の政策に取り組んでいるそうです。こうした子育て支援に取り組

んだ結果として、現在子育て世代の転入が非常にふえて、資料の一番下にもつけていますけれど
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も、人口がふえているという現象が起きているそうです。 

 もちろん、高千穂町と明石市と地理的な条件が全然違うじゃないかと言われるかもしれません。

実際、明石市は非常に、神戸市という非常に大きな自治体のベッドタウンになっているんですけ

れども、じゃあその神戸市であったり、そういう大都市の周りにある全てのベッドタウンでこの

ように人口がふえているかというとそうではなくて、やはり今の時代減少をしている地域が多い

わけです。その中で、明らかにこの明石市だけが人口がふえているという現象が起きています。 

 高千穂町においても前回の議会で、第１子からの子育て支援金など、子育て支援が以前よりも

手厚くなっているということは間違いないと思うんですけれども、この明石市の事例のように保

育料の無料化など、より一層の子育て支援をすることが一番の移住・定住対策に、結果としてな

るのかなというふうに思います。 

 町長自身も子育て支援についての思いを非常に強く持っていると思いますけれども、今後の子

育て支援策についてお考えがありましたら、ぜひお教えください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  御質問にお答えしたいと思います。 

 子育て支援につきましては、私自身小学生が二人おりますので、子育て世代の皆さんとお話を

する機会がいつも多いわけでありまして、充実を図ってまいりたいと考えております。その中で

お話にもありましたとおり、第１子からの子育て支援金の支給、また第４子以降の増額というも

のことで、条例改正をさせていただいたところであります。 

 さらに言いますと、やはり安心して遊ばせることのできる公園の整備でありますとか、充実し

た図書館の整備などにつきましては、財源の確保の問題がありますけれども、できるだけ早い時

期に行いたいというふうに思います。余りにもゆっくりしておりますと、うちの子供も育ち上が

ってしまいますし、早目にできるものはしたいというふうに思っております。 

 ただ、子育て支援を充実するというのは医療費無償化もやっておりますけれども、例えばどこ

までやっていくかというところにつきましては、一応ニーズとしては高校生までどうだろうかと

いう話もあります。ただ、財源をどうするかというところと、非常に関係性が深いわけでありま

すので、そこら辺は慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 子育て支援については、充実をさせていきたいということでありますけれども、やはり子育て

支援を充実して移住者をふやすということを考えたときに、どうしても子育て世帯ということに

なりますと、やはり親が働く世代だということになります。働く場がなければ幾ら子育て支援策

を充実しても移住・定住が図れないというふうに考えておりますので、働く場の確保ということ

とあわせまして、やはり観光の町高千穂としていかに観光で稼げるかと、そこで仕事をつくるか

というこということもあわせ考えながら、子育て支援と関連づけまして考えてまいりたいと考え
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ております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  板倉哲男議員。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  本当に、町長のおっしゃるとおりで、働く場所も非常に大切に

なってきますし、子育て支援についても財源の問題もあります。ただ、明石市の事例でもう少し

補足しますと、やはり子育て支援を充実させることで、働く世代が転入してきますので、税収も

ふえているという話も聞いていますので、ぜひ今後子育て支援を進めて定住増加につなげていた

だければというふうに思います。 

 次にですね、次にといいますか、最後の質問をさせていただきたいと思いますけれども、最後

にもう一度資料の２ページを見ていただきたいというふうに思います。資料の２ページ、最初に

説明しましたとおり、現状の人口増減が続けばどう推移するかということなんですけれども、や

はり今のままではこのように高千穂町の人口が減っていくというのは間違いないと思います。 

 今ここで示した数字に多少の誤差はあれ、傾向としてこのままだと減少していくということは

間違いないのかなというふうに思います。最後に町長にお尋ねしたいのが、こうした人口減少を

そのままを受け入れるのか、あるいは非常に大きな夢を語って町職員はもとより、町民に協力を

呼びかけて一丸となって人口減少という大きな課題に立ち向かうのか、これは最初に聞くような

質問だったかもしれませんけれども、あえて最後に聞きたいと思ってお伺いしたいと思っていま

す。 

 人口減少対策に対する町長の思いを聞かせていただいて、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  人口減少問題にどう立ち向かうのかということでありますけれども、

当然、人口ビジョン、そしてそれを総合戦略というのは、その人口ビジョンを人口減少を食いと

めるために何をやっていくかというのが、総合戦略でありますので、当然それに対してどこかで

歯どめをかけるために町としては取り組んでいくというその計画を総合戦略で立てて、それを政

策に反映させていくということであります。このまま人口減少が進んでいくということをそのま

ま受け入れていくことは決してございません。 

 人口減少が進んで、そして消滅可能性都市がたくさんあるということで発表がされたわけです

けども、どこの自治体もそうはならないぞという思いをもって総合戦略を立て、施策に取り組ん

でいるわけです。高千穂町につきましては、西臼杵３町の中でも一番人口が多いわけであります

けれども、観光の客も県内随一の観光の町でもありますし、農林業につきましても畜産を主体と

いたしまして、まだまだ活気あるというところであります。 

 後継者がいない、そして若い世代の働く場所がないということがありますけども、高千穂町の
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優位性を最大限に生かしまして、若い世代ができれば帰ってくる、そしてよそに行かなくても仕

事があるんだと、そして子育て支援についても充実をしている、お年をめされて高齢になっても

安心して住み続けられるという施策を充実をさせていきまして、どこかの時点で人口減少を食い

とめるということで、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。持続可能な高千穂町づくり

に全力で取り組んでいくということで考えております。 

 以上です。 

○議員（２番 板倉 哲男議員）  以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  ここで、１１時１５分まで休憩します。 

午前10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 続いて、磯貝助夫議員の質問を許します。 

 質問席に登壇願います。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  議席番号３番、磯貝議員です。（「マイク」と呼ぶ者あり）声

が大き過ぎるということで。 

 本日の一般質問につきましては、駐車場の有料化の構想についてというとこでお話しさせてい

ただきます。 

 先月のゴールデンウイークは１０連休で、高千穂町には１５万人の観光客が来町したとのこと

です。どこの観光地も大にぎわいで、高千穂峡のボートにおいては９時間待ちの状況、天岩戸神

社の参拝客や天安河原においても大行列をなしている状況で、町長が言われるように年間

２００万人も夢ではないように思われるような状況でありました。 

 課題としまして、渋滞、駐車場の確保、高齢者及び身体障害者等への環境の改善等も挙げられ

ると思います。 

 町長が、平成３１年度施政方針で、財源の確保として駐車場の有料化を挙げられておられまし

た。そこで、３件について御質問させていただきます。 

 一つ、駐車場有料化の具体的な構想について。 

 一つ、駐車場から観光地点への連動した移動手段（パークアンドライド）、また町内を歩いて

もらうための施策について。 

 一つ、高齢者、障害者対応策について。 

 以上のことをお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 



- 19 - 

○議長（工藤 博志議員）  町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  それでは、磯貝議員の駐車場有料化の構想についての御質問にお答え

したいと思います。 

 御質問のとおり、本年のゴールデンウイークは史上初めての１０連休であり、加えて天候に恵

まれたこともあり、県内外から１５万６,０００人ほどの観光客が本町に訪れ、活況を呈しまし

た。熊本地震からの落ち込みからようやく脱したのではないかと感じているところでございます。 

 さて、駐車場の問題は、かねてから大きな懸案事項でありましたが、平成２９年度に、道の駅

の下に「神殿通り南駐車場」、岩戸下永の内に「天岩戸神社東本宮南駐車場」を参拝客のために

整備をいたしました。また、以前より、家畜市場上の町有地からのバスの運行、さらに中央駐車

場の一部や役場敷地を観光客向けに開放するなどの対策をとっております。しかしながら、まだ

まだ不十分であり、新しい駐車場の確保や町なかの渋滞解消に向けて、さらなる対策が必要と認

識をしております。 

 最初の御質問の「駐車場有料化の具体的な構想について」でありますが、有名な観光地の駐車

場は有料のところが多く、観光客の方も料金を払うことにさほど抵抗感はなく、駐車場収入を観

光地の環境保全等に活用するなら理解も得やすいのではないかと考えております。 

 ただし、主に観光客向けの駐車場として利用されている一部につきましては、民間の所有地で

あることから、所有する例えば神社あるいは個人との協議を進めてまいりたいと思います。また、

町が直接管理しております三田井中心部の駐車場につきまして、春また秋の大型連休中は臨時に

観光客向けに開放しております。今後、週休日、大型連休などの際に、仕事が休みで駐車しない

方々の駐車スペースを把握し、了解を得た上で料金を徴収する仕組みを構築してまいりたいと考

えております。 

 今後のまちづくりを進めていく上で、駐車料収入は大いに期待の持てる、魅力ある新たな財源

であると認識をしております。町有地、また民間所有地等さまざまでございますので、早急に協

議・検討を進めてまいります。また、現在進めております「まちづくり事業」の進捗状況も見き

わめながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、駐車場から観光地への連動した移動手段（パークアンドライド）、または町なかを歩い

てもらうための施策についてという御質問にお答えをいたします。 

 パークアンドライドにつきましては、駐車場対策、渋滞緩和には有効な手段であると考えてお

ります。高千穂峡周辺について言えば、現在はゴールデンウイーク、お盆の期間などは周辺駐車

場をシャトルバスが周回しておりますが、大きい駐車場を確保し、パークアンドライドにより料

金も徴収すれば、財源を確保することにもつながるのではないかと思います。また、そうして駐

車場往復の片道でも歩いていただければ、町なかの活性化にもつながると思いますので、現在歩
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道の整備も行っておりますが、さらなる魅力づくりを検討してまいりたいと考えております。 

 ただし、ゴールデンウイークやお盆以外の期間については、高千穂峡駐車場、大橋駐車場でほ

ぼ足りている状況ではあります。そして、この問題に関しましては、住民の皆様にも十分な御理

解をいただかなくてはならないことでもありますので、そういったことも考えながらですね、周

辺駐車場の確保、整備を検討してまいります。 

 次に、高齢者及び身体障害者対応策についてでありますが、トイレや駐車場、高千穂峡の第

２滝見台など、最低限の整備は行ってきているところではありますが、今後は、一歩進んで、さ

らに心地よく利用していただくような整備を検討してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後も財源確保にも努めながら、高千穂峡を中心として点在する観

光地全体を見ながら、一体として高千穂の観光振興推進してまいります。今後とも御理解、御協

力をいただきますようお願いを申し上げます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  御答弁をいただき、ありがとうございます。 

 まずは、駐車場有料化の具体的な構想についてお尋ねしたいと思います。 

 今、答弁内容をまずちょっと要約しますと、問題点が、「一部が個人及び神社等の所有地であ

ること」というのが挙げられております。対策として、「個人、神社との協議を進めていきたい

と思う」と。また、新たな取り組みで、「駐車スペース確保による料金の徴収を構築していきた

いと思う」というところでありました。そして、今後の方針としては、「早急に協議して検討を

進める」。このような内容かと思います。 

 町長にお伺いします。問題点は今回１つ、個人及び神社等の所有地であることを挙げられてお

りますが、ほかに考えられるものがありましたらお話ししていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  その駐車場の所有ということでよろしいかと思いますけれども、例え

ば、神社あるいは個人ですけども、またあるいは一部につきましては、県あるいは旭化成の土地

の駐車場の一部として利活用しているというふうに認識をしております。そういった団体と、個

人も含めてですけども、駐車場として利用駐車料金を取るということに対して、町としても、い

ただく。そして、その所有している所有者に対しても、恩恵があるというところで考えていきた

いと思います。 

 例えば、高千穂神社等につきまして交通整理の誘導員を出しているわけですけれども、そうい

った部分を町が担うということになってくれば、そういったところの雇用経費についても町が確
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保する。また、岩戸神社等につきまして、岩戸神社独自でそういった誘導員を雇用しております

けれども、そういったところで町が駐車場収入を取ると。そして、そのような雇用経費の一部に

ついても、町がその駐車場収益の中から出していくといった、そういったところについてメリッ

トも表に出していきながら協議を進めていくということで考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  ありがとうございます。 

 ここで、ちょっと私のほうで提示させていただきました表について説明をさせていただきます。 

 １枚ものですけども、駐車場の状況表というところで、裏に、駐車場の管理区分図というのを

添えさせていただきました。この状況表につきましては、企画観光課長あるいは財政課のほうの

聞き取りを行いまして、私のほうで作成したものであります。 

 今現在と、３１年度の予算を後ろのほうにつけておりますけれども、こういう予算というのは

多分、前年度、それまでの内容について検討した結果の予算ということでありましょうから、こ

れが、おおむねの状況かと思います。歳入から歳出を引きましても、今やっぱり黒字の状態とい

うことで運営されているというところで認識をしております。 

 なお、裏面を見ていただきたいと思います。 

 先ほどの駐車場の中の、観光地で使われる駐車場、高千穂峡、高千穂神社、岩戸神社の駐車場

の管理区分をあらわしたものであります。先ほど町長が言われましたように、町だけのものでな

くて、県、旭化成、それぞれの神社等と共有している部分というのがありまして、そういうとこ

ろが問題点として挙げられていますよというところを、この図を見ればおわかりになるかという

ふうに思います。 

 また、全て神社の持ち物じゃなくても、そこにトイレがあれば、トイレの維持管理、あるいは

清掃委託等については町が行っているということをあらわしているものです。これも、後で皆さ

んゆっくりごらんになっていただきたいというふうに思います。 

 私が考えたいろんな問──問題といいますか、これから進めていかなければいけない問題につ

きまして、ちょっとお話をさせていただきます。 

 まずは、場所の選定。どこを有料化にするか。それによって、収入源となるか赤字となるかと

いうところが考えられます。あと、協議の方法ですね。個人、神社との協議をいつやるのか、ど

のようにするのか。あと、長期的な展望。有料化によってどのぐらいの財源確保できるのか。ま

して、それが長期的に財源として確保できるのか。また、予算の確保。駐車場を有料化にするた

めの整備、運営にどのぐらいの予算が必要なのか。あと、情報の発信。これにつきましては、町

民への説明、理解を得るためにどうしたらいいのか。また、観光客や観光会社に駐車場代が環境
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保全に活用する趣旨を理解していただくために、どうしたらいいのか。そういうところが挙げら

れるのではないかと思います。 

 駐車場の有料化に対する問題を全て洗い出して、いろんな解決策を比較し、検討し、「これで

いこう」と方向性を決めて決定し、実行に移す。これには時間と労力が必要となりますが、町長

にお尋ねします。 

 「早急に協議、検討を進めていく」とのことですが、今現在、有料化に向けての動きはありま

すか。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  磯貝議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 早急に協議、検討を進めてまいりたいという思いは持っておりまして、今はですね、まだ直接

的にどこかに協議の場を持たせていただいているという段階ではございません。まずは、どうい

った形で料金を取る仕組みができるかということを今考えている段階であります。 

 そこに人を配置するのか。常時取るのか、あるいは観光シーズン、ハイシーズンというときに

取っていくのか。あるいは、ゲートを設けたりするのかというところも含めまして、まあ余りに

もお金がかかり過ぎるということであればよろしくないなというふうに思っております。そして、

ただ駐車場代を取るのか。駐車場代を取ることとあわせて、例えば高千穂のお土産になるような

ものをお渡しするのか。その金額に対してお渡しする物も、どう決めていくかとかですね。それ

と、それとあわせまして、人が介在することでありましたら、そこの観光地に入っていったとき

に、観光の見どころとかそういったものが、例えば携帯でバーコードを読み込んで、「ここの観

光地ではこういったところですよ」という解説が出たり見どころが出たりといった、そういった

サービス提供というのもあり得るかなというふうに思います。 

 場所によっても、やり方は変わってくるんだろうというふうに思います。その場所によっての

料金の取り方、そして、その駐車場代だけ取るのか。あるいは、町なかの渋滞を緩和するという

ことについて考えれば、料金に差を持たせて、町なかのほうに行けば行くほど高くなるというこ

とで、ちょっと郊外にとめたほうがいいよといった、そういったところも関連づけていけば、少

しでも渋滞緩和につながるのかなというふうに考えております。 

 そのあたりを今、役場内で検討しているという状況であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  今、役場内での検討を行っているということでありますけれど

も、町長の構想の中に、今、現在ある駐車場の中で適切な場所というか、今、あららぎ駐車場あ

るいは御塩井駐車場というところが有料でありますが、今ある中で、「ここあたりが適当ではな
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いか」、場所のある程度の構想はできているんでしょうか。お答えください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  現在のところ、まだ、これは相手方もあることなので、何とも言い切

れませんけれども、構想に関しては、とりあえず高千穂神社当たりでまず、あるいは天岩戸神社

で、まずそういうことができないかなというふうに考えております。 

 ただ、天岩戸神社につきましては、まちづくり事業の中で神社のすぐ前の駐車場をどうするの

かという問題もありますし、そのあたりと一緒に考えていかなければならないというふうに考え

ております。 

 中央駐車場につきましては、開放することによりまして、取ることができるというふうに考え

ておりまして、あるいは町有地でもありますので、あそこにつきましては、もし可能であれば、

うまい仕組みづくりができれば秋のシルバーウイークあたりからでも徴収することができないか

なというふうに今考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  駐車場を有料化して運営するには、やっぱり一番の必要なもの

は使用料でありまして、それがなくして駐車場の財源確保はまずないというとこですので、場所

につきましては慎重に検討いただきたいなというふうに考えます。 

 先日、観光地をちょっと歩いてきました。そこで、町民の皆さんや観光地でお店を営む方の御

意見を聞くことができましたので、ここでちょっとお話しさせていただきます。 

 町民の方からは、「有料化にすることで、観光客が減るのではないか」。「人件費・管理費が

かさんで赤字になるんじゃないの」という方もおられました。中には、「早く有料化にして、も

うけんといかんばい」という人も多数おられました。また、タクシー、バスの運転手さんにも話

を聞いたのですが、「観光地は今どこでも有料化している。有料化すべきだ」。「大型バスは

２,０００円ぐらい取っていいですよ」と言われる方もおりました。駐車場有料化とはまた関係

はないですが、「タクシー乗り場の標示と場所の確保をお願いしたい」とか、「高千穂峡の障害

者用駐車スペースでの事故が多い。有料駐車場にスペースを移してはもらえないだろうか」とか

といった要望や提案をされる方もおられました。 

 ここで、財政課長のほうにお伺いいたします。 

 障害者用の駐車場スペース、これの管理というのはどちらになるんでしょうか。管理、管轄で

すか。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。（発言する者あり） 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  ああ、企画観光課長、わかります。 
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○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  高千穂峡の障害者用の駐車スペースにつきましては、企画の

ほうで、まあ管理といいますか、高千穂峡のほうに行ったときにいろいろ見てはいるわけではあ

りますけれども、なかなかあそこ、一番、人が通るところでもありますので、そういった御意見

もあろうかと思います。また、一つは、時々はそのタクシーを利用される方が、あの場所でしか

なかなか乗ることができないというようなこともあっての御意見かとは思いますので、その障害

者の駐車スペースにつきましては少し検討の余地があるなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  あの場所についても、町の土地であるということで認識させて

いただきます。 

 やはり、観光地の状況や観光客の動きをよく知る運転手さんの意見は大変に貴重であり、町と

しても、大いに参考にすべきだと考えます。また、有料化に向けての検討事項として、先ほどの

点につきましては考えてまたいただきたいというふうに考えます。 

 町長に、またお尋ねします。町長がいろんな場面で駐車場有料化というところをお話にされて

いるのを、お見かけいたします。町民の皆様の駐車場有料化に対する反応はいかがでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  先ほど磯貝議員が御紹介された御意見というのも、あちこちで聞いて

おります。 

 私がおおむね聞いている情報といたしましては、やはり、どこに行っても駐車場代を取られる

んだと、観光地は。高千穂町民はもうちょっと「観光客からお金を稼ぐ」ということを考えてい

いんじゃないかという声を多くいただいております。私もタクシーのドライバーさんともいろい

ろお話をした経緯はありますけれども、やはり「どこ行っても取られますよ」ということはお話

をされまして、そこをですね、しっかりと財源を、観光でお金を稼いで、そして新たな観光に、

観光の充実に使うということ、そして観光に携わる仕事をされている皆様の待遇を上げていくと

いうことについてつながればなというふうに考えているところでございます。 

 私は、おおむね、ぜひ取るべきだというふうな意見が多いというふうに受けとめているところ

であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  今、町長が言われたように、私も話をすると、やっぱり取るべ

きだというところであります。そこにしっかりとした説明が、やっぱりしていくことで、町民の
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皆さんも理解を示しているというような状況かと思います。 

 それでは、ちょっと財政課長のほうにお尋ねします。 

 昨年の御塩井・あららぎ駐車場の有料駐車場２カ所の状況をお聞かせください。 

○議長（工藤 博志議員）  財政課長。 

○財政課長（佐藤 英次課長）  ３０年度の貸付収入がまとまっておりますので、その数字を御報

告いたします。 

 御塩井駐車場が、３０年度の貸付収入が３,５１２万７,５００円、あららぎ駐車場が

１,２８９万４,９００円、合計で４,８０２万２,４００円、使用料として上がってきております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  今年度の予算が４,５００万で、３０年度の決算が、使用料が

４,８００万というとこでありますけれども、歳入予算よりももしかしたら今年度ふえる可能性

も出てくるということかなというふうに読み取れます。 

 ４,８００万の収入、歳入ですね──に対して、あと、これにかかっている部分が何が引かれ

るのかというところを説明しますと、管理業務委託費、これはもうそこで勤務する方々の人件費

が主だと思われます。誘導警備委託、あと清掃業務委託費というところで、表のほうに上げさせ

ていただいています。聞くところによると、収入に対しての支出部分は主にこのような３つのも

のが挙げられます。 

 もし駐車場、有料駐車場をあと２カ所ふやして、今と同じ使用料が発生した場合についてです

が、今、年間、これを差し引いたところ約７００万ぐらいの黒字だと思います。あと２カ所、同

じ収入が得れて、同じ台数ぐらいが置ける規模の駐車場を設けた場合、ちょっと、私なりにちょ

っと計算してみたんですが、今現在が７００万プラス。これを２倍にした場合で、同じだけの収

益があった場合、そしたら有料駐車場代が大体９,０００万、使用料がですね、約。意外に、清

掃業務というのは有料じゃなくても今行っていますんで、上がることはないと。誘導警備も、無

料の状態でもかなり誘導員が出ているというところで、そう、ここは倍にしたから倍に上がると

いうものではないというところであります。ただ、これを人が管理するとなれば、人件費がちょ

っと上がっていくなというところで計算しましたところ、約２,０００万ほどプラスになるとい

うふうに見ています。 

 ただ、どこでじゃあ赤字になるのかになると、２つつくったはいいが、今の２つ分の半分しか

収入を得れなかった場合については、赤字になる可能性が大であるというふうに、これは私のほ

うでの持論ではありますけれども、まあそういうふうになるなと。ですから、場所の選定という

のがいかに大事になってくるかというのが挙げられます。「つくったはいいがお客さんが入らな
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い」では、赤字になる可能性もあるというところをしっかりと、これから役場内での会議等しっ

かり進めていただいて、慎重に検討していただきたいというふうに思います。 

 この質問につきましては、これで最後にしますが、町長の、駐車場を有料化にした場合のビジ

ョンをもう一度お聞かせいただいて、この質問については終わりたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  駐車料を有料化した場合のビジョンということでありますけれども、

先ほどちょっと述べさせていただきましたけれども、やはり高千穂町がどのように財源を確保す

るかということについて、工夫によってお金を稼ぐことができるということを考えた場合には、

やはり駐車場収入、そして高千穂峡あるいは天安河原等の観光地での環境保護協力費をいただく

ということが一番近道ではないかというふうに考えておりますし、高千穂町はそれだけのお客さ

んが来られているという優位性がもう既にあるわけでありまして、そこにしっかりと、例えば先

ほど御質問にありましたけれども、観光関連の会社等に理解を得るということ。そして、まずは

町内の旅館と観光業に携わられている皆さんに理解を得るということが大事ですけれども、そこ

からですね、しっかりと、高千穂町は観光で稼いでいくんだということを共有するということか

らまず始めていきたい。そして、観光客から駐車場収入等を取ることによりまして、やはり新た

な財源を確保して、これまで例えば県に頼っておりました高千穂峡の例えばトイレの整備である

とか、台風が来た後の手すりが流された後いつまでも直らないといった問題等もありますし、そ

ういったところをスピード感を持って「高千穂の顔」として高千穂峡を整備をしていくためには、

やはり財源が必要です。それを、観光客からしっかりと稼いで財源を確保して、新たな観光振興

に役立てていくということで、高千穂町の活性化を図っていきたいと考えております。 

 その財源を使いまして、観光に携わる人の待遇も上げていく。そして、観光客からお金を取る、

そこに人はどう介在させるかわかりませんけれども、まだ構想中ですけれども、そこに新たな雇

用もつくっていくということも可能ではないかというふうに考えております。 

 観光でしっかり稼いで、それをしっかり投資に回す。そして、そこに雇用をつくり、税収を上

げていくといった、そういったいい流れを高千穂町内につくっていきたいというふうに考えてお

ります。積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  観光にかかわる部分で、もうこれ以上は赤字というのはもうあ

り得ないというふうに、私は考えております。観光施設にしてもですね、考えなければいけない。

町民の娯楽を維持して、要は、その維持するために観光客から財源を確保するというところであ

れば、もっといいのかなというふうに感じます。 
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 町長の思いを多くの住民の方に理解していただいて、協議すべき個人及び団体との交渉が円滑

に進みまして、まずは有料化に向けた財源の確保、そして運営による財源の取得を実現させてい

ただくよう、私は強く願います。 

 じゃあ、次に、駐車場から観光地への連動した移動手段（パークアンドライド）につきまして

御質問させていただきます。 

 企画観光課長にお尋ねいたします。町とバス会社との連携が必要になりますが、現在、どのよ

うな形で調整・運行しておられますか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  現在、シャトルバスにつきましては、５月のゴールデンウ

イーク中でありますとか夏休みなど、年間に３３日ほどバスを運行しておりますけれども、これ

については、現在のところは観光協会のほうで全て運行しているという形になっておりますので、

その前には、きょうも行われておりますけれども、夏休みに向けての協議が行われておりますけ

れども、その運行をする前には、関係機関が集まっての協議等も行われ、その運行の方法であり

ますとかコースなどについて協議をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  観光地から比較的遠いところですね、無料駐車場で、大きな駐

車場からと観光地点へのシャトルバスの効率的な周遊、これによって観光客の流れもよくなるで

しょうし、観光客からそこで料金をいただいての収入と。財源確保というとこにまたつながって

いくのかなと思います。 

 先日、バス会社のほうが、今の経路を──高千穂峡におりていく経路があるそうなんですが、

また検討を町のほうとしていきたいというところで話しておられました。そういうところで、し

っかりと連携を組んで、スムーズに、有効、策──この後の質問にも、答弁にありましたように、

一歩進んで、心地よく利用していただける環境づくりというところにもつながっていくと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、高齢者、障害者対策についてであります。 

 今も言いましたように、一歩進んで心地よく利用していただける環境づくりを検討していくと

いう答弁でありました。 

 企画観光課長にお尋ねします。企画観光課長は、ゴールデンウイーク間、観光地現地視察のほ

うには参られたでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  今回、ゴールデンウイークにつきましても、私自身がその視
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察というか、そういった直接、高千穂峡とかには出向いておりませんけれど、町なかの混雑ぶり

は見ておりましたし、企画観光課の職員が毎日、入り込み調査も含めまして、高千穂峡でありま

すとかには巡回といいますか、しまして、駐車場の込みぐあいによっては次の駐車場を案内する

といったような采配もしていたところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  まあ「百聞は一見にしかず」ではありませんが、やっぱり現地

を見ることが必要。企画観光課の方々に聞いても、やっぱり足を運んで課長のほうに報告されて

いるというところは、私のほうも実は確認をさせていただいております。ぜひ課長のほうも、混

雑しているときとか、平時でもいいですし、見ていただきたいと思います。 

 実は私も４日、５日に、高千穂、岩戸、混雑しているところに歩いて、ちょっと見てまいりま

した。 

 １つ例を挙げますと、高千穂峡では、多くの高齢者がですね、あの池の回りで座っておられる

という光景が見かけられました。「滝は見に行ったんですか」って聞いたら、「足が悪いから、

階段は苦手やねん」ということで、息子夫婦に後で写真を見せてもらうと。大阪から来たお客さ

んでした。 

 そこに座っている方が、第２滝見台を気づかれないんですよね。よく見たら、看板が、よく見

えない。あるいは、気づくようなところにないと。私が案内、「案内」というか、「あっちやっ

たら平坦ですから歩けますよ」と言ったら、歩いていかれたような状況でありました。 

 そういうところで──こういうところが、やっぱり、「一歩進んで心地よく利用していただけ

る環境づくり」につながるのかなと思います。せっかく大阪から来て、息子さんたちの写真を見

て帰るって、絵はがきでそれやったらいいじゃないかというぐらいになりますので、そういうと

ころをもうちょっと障害者とか御高齢の方々に優しい案内、わかりやすい案内、そういうところ

をもう一度、現地に行って確認をしていただいて改善していただきたいというふうに思います。 

 それでは、町長が望む「２００万の観光客」に加え、今年度、スポーツのイベントとして、こ

としは夏にインターハイの登山競技が開催をされます。また、これに伴って競技者、応援される

方が来町されて、時間があれば観光をされると。また、来年になりますが、来年はオリンピック

が開催されると。世界各国からオリンピックの選手あるいはそれを応援に来られる方で、長期的

に滞在して、観光されるであろうと。高千穂のほうにも、外国の観光客の増加が見込まれると思

います。そして、まだまだ先にはなりますが、２０２６年には宮崎国体が行われます。宮崎国体

の競技会場として高千穂町が何か選ばれれば、駐車場を含めて、施設の充実もこれから図ってい

かなければいけない、思います。 
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 最後になりますが、町長の「有料化」、駐車場の有料化をして財源確保を推進していく、そう

いう強いお気持ちと、先ほど言いましたこういうイベント、あるいはこれからの将来の流れ等を

踏まえたところで、町長の「実現させる」という強い御意志を御確認して、終わりたいと思いま

す。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  確かに、磯貝議員のおっしゃったとおりですね、これから大きなイベ

ントが続いていくということでありまして、そこに向けて、観光客の皆様に高千穂町を──高千

穂峡を初めとする観光地を楽しんでいただくという、いい流れをつくっていく必要があります。 

 そういったことで、いろんな対策を打っていく中におきましても、やはりいろんな財源も必要

になりますし、高千穂町は観光の町ということでありますので、その新たな投資、また例えば新

たな駐車場をつくるということに対しましてもお金がかかっていくわけでございまして、少しで

も早い段階で駐車料収入を取る、また観光地への観光保護協力費を積極的に取っていくというこ

とについては、少しでも早く取り組んでまいりたいと思います。 

 また、これからその「お金を取るんだ」ということについてですね、町が──質問の趣旨と外

れるかもしれませんけれども、町が直接やるのか、あるいは新たな団体を立ち上げてやるのかと

いったことについても、今ちょっと検討をしている段階であります。ぜひとも、いい形でそうい

ったことが実現できるように、体制整備も含めまして、またどういった駐車場で、あとはどうい

った場所でどのようにやっていくのかということにつきましては、しっかりとその場所場所の状

況に応じて考えていきたいというふうに考えております。 

 少しでも早い段階で取り組むということをしっかりとまたこの場でお伝えいたしまして、答弁

とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  磯貝助夫議員。 

○議員（３番 磯貝 助夫議員）  どうもありがとうございました。 

 これを、駐車場の有料化、そして財源確保に向けて町長には頑張っていただきたいと思います

し、私たちも、少しでも、あるアイデアをですね、町長のほうに出して、ちょっとでも早く実現

するように努力をしてまいりたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  ここで午後１時５分まで休憩します。 

午前11時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後１時05分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 続いて、安在昭則議員の質問を許します。 

 質問席に登壇願います。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  こんにちは。昼のちょうど眠たい時間帯に出てまいりまして、

昼、トップバッターということで、町長に初めての質問ですので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 まず第１に、町立病院の医師不足の現状と医師確保対策についてでございます。 

 高千穂町立病院の基本理念は、「西臼杵地域の中核病院として地域住民の皆様に安全で質の高

い医療を提供するとともに、地域包括ケアシステムを推進する」となっています。 

 しかし、近年、医師不足により充分な医療の確立がだんだんと難しくなってきました。病院は

マンパワーによる要素が大きく、医師の過不足が病院の経営に反映されるため、医師の確保が非

常に大切であります。医師不足はどこの市町村でも言われていることであり、大変難しい課題で

はありますが避けては通れない問題です。 

 将来の病院経営を考えると、近年の医師不足、診療報酬の削減、そして消費税の増加など、医

療を取り巻く環境は以前にも増して激しいものがあると認識しております。 

 そこで町長にお伺いいたします。 

 医師不足の現状と医師確保の対策について。 

 ２番、高千穂町立病院は、西臼杵の中核病院として高度医療の提供や地域の拠点として役割を

果たすと思われるが、具体的な構想があれば伺いたい。 

 続きまして、巨大地震をはじめとする災害対策についてであります。 

 ２０１１年の東北地方太平洋沖地震、２０１６年の熊本の地震と、ここ１０年で震度６以上の

巨大地震が２度も発生して大きな被害が発生しています。台風などの風水害はある程度予知でき

ますが、地震はいつ発生するか予測できない災害です。 

 近年、日本の至るところで震度４以上の地震が発生しています。近年、必ず来るとされる南海

トラフ大地震、高千穂は津波の心配こそないものの、建物の倒壊、土砂崩れなど大きな被害は十

分に考えられます。その場合、役場職員が率先して動かなければならないと思いますが、そこで

町長に次のことをお伺いしたいと思います。 

 職員のうち各種救命講習修了者はいるのか。また、自主防災の強化に向けた住民に対する救命

講習等実施する考えはあるか。 

 ２番、職員に対し災害時に有効な知識を習得する専門資格の取得を推奨する考えはあるか。 

 ３番、災害時の情報伝達の共有手段についての見解をお伺いしたいと思います。 
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○議長（工藤 博志議員）  町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  安在昭則議員の町立病院の医師不足の現状と医師確保対策についての

御質問にお答えいたします。 

 現在、町立病院の常勤医師は、外科１名、小児科１名、整形外科２名、内科４名、耳鼻咽喉科

１名の計９名の診療体制となっております。 

 平成３０年度の１０名から比較しますと内科医１名が減となっておりますが、診療体制に大き

な影響を及ぼしているわけではございません。しかしながら、外科医が院長１名であることから、

手術ができなく苦慮しているところであります。 

 外科医については全国的に医師の数が少なく、また、５０歳代になると多くの外科医がメスを

置かれ、ほかの診療科に変わられることが多いようであります。 

 医師確保につきましては、現在も熊本大学病院、宮崎大学附属病院等にお伺いし、お願いをし

ているところであります。また、その他の医師におきましても、高千穂町出身の医師と連絡を取

りながら、地元へのＵターンと町立病院での勤務をお願いしているところであります。 

 しかしながら、全国的に医師不足は大きな問題となっていますし、即効性のある対策が見出せ

ないのが現状でございます。 

 将来の町立病院を見据えた対策といたしましては、議会でも御承認をいただきました高千穂町

国民健康保険病院医師修学資金貸与条例を活用いたしまして、現在、３名の西臼杵郡内出身の医

学部学生に利用していただきまして、将来、高千穂町立病院への勤務をお願いするとともに、毎

年、面談を行い、地域医療への思いを伺っているところでございます。 

 今後とも関係各所と連携を取りながら、医師確保対策に議会の皆様の御協力をいただきながら

努力してまいりますので、御理解いただきますようお願いを申し上げます。 

 次に、高千穂町立病院が西臼杵地域の中核病院として高度医療の提供などの役割を果たすため

の具体的な構想についてとの御質問でありますが、少子高齢化の時代を迎え、人口減少や医師不

足などの問題が深刻化する中、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年をめどに、医療、介護

の需要が最大化することが予想され、本地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの推進とその

医療のかなめとなる公立病院の存続のため、再編や統合等の対応が必要となっていることから、

医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な配置を促し、患者の状態に見合った病床で状態

にふさわしい、より良質な医療サービスを提供する体制をつくることが必要と考えております。 

 その良質な医療サービスを提供し、西臼杵３町の公立病院が担うべき役割について協議を行う

ため、平成３１年２月１９日、延岡西臼杵地域医療構想調整会議で、西臼杵地域公立病院部会が

設置され、３月２９日に第１回の部会が開催をされました。 

 この西臼杵地域公立病院部会において、今後、議論を進める上での長期目標として、令和５年
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度末をめどに高千穂町国民健康保険病院を中核的病院に、日之影町、五ケ瀬町両病院を後方支援

的病院などとする一体的な医療体制の確保を基本理念とし、西臼杵３公立病院の経営統合による

機能再編を図ることができないか検討していきたいと考えております。 

 また、短期目標として、令和元年度に西臼杵３公立病院の経営統合・機能再編計画の骨子をつ

くり上げるため、３公立病院をはじめ、西臼杵地域の最新の状況を多くの指標からより詳細かつ

正確に分析することからはじめ、そのデータに基づき、しっかりとした将来予測を立てながら

３町の共通認識とした上で、予想される課題に対する最善の解決プランを議論していきたいと考

えておりますので、議員の皆様方におかれましては御理解の上、御支援、御協力をよろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、巨大地震をはじめとする災害対策についてお答えをいたします。 

 本年５月１０日に、宮崎、都城市で日向灘を震源とする最大震度５弱を観測してから１カ月が

経過いたしますが、宮崎地方気象台によりますと、「地震活動は沈静化し、県内では６月１日以

降、日向灘を震源とする震度１以上の地震は観測していない。一方、一連の震源が南海トラフ巨

大地震の想定震源域であることや、日向灘では、過去にマグニチュード６以上が頻繁に発生して

いることから、専門家は警戒を続けている」との見解でございます。 

 南海トラフ地震は、おおむね１００年から１５０年間隔で繰り返し発生をしており、前回の南

海トラフ地震が発生してから７０年以上が経過し、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まって

きているのが現状でございます。 

 御質問の役場職員の救命講習修了者についてですが、平成２６年度までは救急業務を町職員が

行っており、宿日直を行う救急隊員を対象に、総務課の救急救命士による救命講習を行っており

ましたので、現在、８０名ほどの職員が普通救命講習修了者であると認識をしております。 

 次に、自主防災の強化に向けた住民に対する救命講習等の実施につきましては、毎年実施する

町防災訓練において、参加した町民向けに西臼杵広域行政事務組合消防本部職員による救急救命

講習を組み込んでいるほか、消防団員には、毎年、移動消防学校などにおいて救命講習を行って

いるところでございます。 

 また、消防本部では救命講習を随時受けつけており、これまでに一般企業や福祉事業所、学校

職員やＰＴＡ、公民館等が受講しております。受講者数は、西臼杵管内で平成２９年に６７団体

１,７３７人、平成３０年に７１団体１,７９８人が受講しており、自助、共助の取り組みとして

町民の皆様に御活用いただきたいと考えております。 

 次に、職員に対し、災害時に有効な知識・専門資格取得の推奨についてでありますが、やはり

救命の知識・技術は災害時に有効でありますので、さきに述べました普通救命講習修了者も含め、

町職員が二、三年に１回は普通救命講習を受講できるよう計画してまいりたいと思います。 
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 また、防災士の資格取得につきましても、引き続き防災士資格取得試験受講料及び防災士認証

登録料の助成を行い、町職員に限らず、資格取得者の拡大を図りたいと考えております。 

 次に、災害時の情報の共有、伝達手段につきましては、これまでどおり、防災行政無線やＩＰ

告知端末による音声放送が主になると思いますが、昨年９月の第３回定例会で板倉議員からの質

問に対し、「エリアメールを活用できるように準備を進めている」と答弁したところでございま

すが、現在利用可能でありますので、避難勧告発令情報の伝達などに活用したいと考えておりま

す。 

 また、このほかにも、テレビ高千穂や高千穂町公式ホームページ等、利用可能な媒体をでき得

る限り使って、情報の共有、伝達を行っていきたいと考えております。 

 なお、職員間の情報共有につきましては、登録した職員の携帯電話へメールによる情報の一斉

配信を行っているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  また再度ちょっと質問いたしますけども、まず、私の言った医

師確保問題、これは、確かに日本全国を見ても本当に今、非常に難しい問題ではなかろうかとい

うふうには思っております。即答えが出るような問題ではないと思うんですけれども、ある程度

の方向性は見出せればなというふうには思っております。 

 ２００４年に新医療臨床研修制度というのが厚生労働省のほうから出ておりまして、今まで研

修生、研修医とか言われる者は、大学を卒業したらそのまま大学のほうに残って研修医なり、専

門医なりをやったんですが、この制度ができて、日本全国どこでも行けるということになりまし

て、やっぱり少数の多い地方から大都市に移ったことによって、非常に研修医というか医者が減

って、地方のほうが少なくなってなかなか集めるのが難しいということで、地方の大学もまた、

派遣していた医師を引き戻すというような形で、ここ十何年、医師不足というのがずっと言われ

ておりますけども、確かに今まで熊本大学病院とか、宮大附属病院、こちらのほうにいろいろお

願いに行かれているのは私たちも知っておりますけども、それ以外に、医師紹介業なるものがあ

るというふうにちょっと見たところあったんですけども、こういう業者を使われるということは

考えておられないでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  答弁させていただいたとおり、これまでお世話になっている病院には、

また７月末から８月上旬にかけまして、宮大、または熊大、済生会等のいろんな病院に訪問いた

しまして、再度お願いをするところであります。 

 また、医師の紹介機関につきましては、町立病院としましては２社契約をしておりまして、随
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時募集を図っているところでございます。成功報酬を払う形で契約をしておりますので、決まっ

た段階でその分をお支払いするという形で契約を、利活用については取り組みをしているところ

であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  ２社契約をされているということでちょっと安心したんですが、

確かに町立病院は、見てみますと、きのうもちょっと病院に用があって行ったんですけども、確

かに内科と整形外科、これは非常に人が多くて、この点に関してはお医者さんが４名と、それか

ら整形外科には２名おられるということで、こちらのほうは問題ないかなというふうには思って

いるんですが、なかなか外科医が１名ということで、これは本当に手術ができないというのが緊

急のときには本当に少し町民の方も不安だなというのが実情だと思います。 

 一番こういった地方に医師が来ないという問題がいつも出てくるんですけども、その中で、や

っぱり一番重視されているのが労働環境問題というのが、ネットとかで見ても、これは本当にあ

ると思います。 

 実際、労働環境でどうしても夜、当直医、宿直、こういった１人は必ず緊急の場合に備えてお

られると思うんですけども、お医者さんが少ないと、当然その回数なりというのがふえてくるわ

けです。そういった負担というのがかなり大きな問題となっていると思うんですが、全体的に見

ても、都会では３０％ぐらいなのが、地方を見てみると８０％ぐらいのお医者さんが非常に当直

が多いというふうに感じられて、高千穂でも当然この問題は出てくると思うんですけども、そこ

当たりの環境についての調査といいますか、そこあたりはどうでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  当直の問題につきましては、私もちょっと、ちゃんと対応ができるよ

うに、救急対応ができるようにはしておりますけども、詳しい状況については病院事務長のほう

から。 

○議長（工藤 博志議員）  病院事務長。 

○病院事務長（戸髙 雄司事務長）  当直につきましては、今現在の９名いる医師につきましては、

月に２回ほどの当直が回ってくるという形で、過分な負担はかけていないつもりであります。 

 ただ、それにかわりまして、今現在は毎週火曜日の夕方から翌日の夕方まで熊大のほうから派

遣をしていただいております。 

 それと、金曜日につきましても、月に第１、第２、第４金曜日に熊大のほうからきていただい

ております。 

 土曜日、日曜日につきましては、熊大をはじめ、ほかの病院の先生方と契約をしておりまして、
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週末は全て院外の先生に来ていただいているということで、今現在、常勤の先生方にそれ以上の

負担をかけていないという状況であります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  そういった感じで、当然お医者さんは必要だし、住民のほうか

らしても、町民からしても、やっぱりお医者さんがいないと非常に不安なんですけども、それと、

先ほど言いましたように、やっぱりお医者さんの負担というのが大きくなると、これもまた大き

な問題になるかと思いますんで、今、答弁を聞いて非常に安心をしたところであります。 

 続きまして、高千穂町健康保険病院修学資金について、ちょっとお伺いします。 

 私の認識が違ったらいけませんので再度確認でしますけども、これの貸付金というのは月額

１０万円で、入学金２分の１、最高１００万円限度というのと、それと、これの返済猶予期間と

いうのが臨床研修後、続けて専門研修を受けている期間、ただし５年間が限度というふうになっ

ております。それと、返還債務の免除というのがありまして、これは返還猶予期間の終了後、直

ちに町立病院の医師として勤務し、その勤務期間が３年に達したときというふうになっているん

ですけども、これで間違いないでしょうか。病院長、お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  病院事務長。 

○病院事務長（戸髙 雄司事務長）  ただいまので間違いありません。 

 それにつきましては、先ほど町長の答弁にもありましたように、今現在、西臼杵郡内で３名の

学生さんが活用していただいておりまして、ことしもゴールデンウイーク、休み期間中に病院の

ほうに来ていただきまして、面談をして、いつぐらいから帰ってこられるのか、地域医療に対し

ての思いはどうかということを面談しているところでございます。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  それでは、ちょっと町長のほうにお聞きいたします。 

 現在３名ということで、非常に喜ばしいことでありますし、将来、高千穂のほうに帰っていた

だくように、何とか我々も願っているところでありますけども、この条例によりますと、大体研

修２年、それから専門医３年で大体５年、トータルでいきますと大体２９歳ぐらいのときに帰っ

てくるような形になるんですけども、実際に、私たちが考えたときに、医者は大体１０年で一人

前というふうによく本とかに書いてあるんですけども、そういった場合に、５年の猶予だけで足

りるのか、もしできるものならもう少し延長ができないか、そこあたりをちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  安在議員の御質問にお答えします。 
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 おっしゃるように、やはり少しでも長い期間、こちらで滞在していただくと、仕事をしていた

だくということが理想であります。 

 まずは対象者を募るというところでありますけれども、そこらあたりにつきましては、先ほど

病院事務長が申しましたけれども、面談をしながら、地域医療に対する思いを伺いながらであり

ますけれども、できればでありますけれども、長い期間、高千穂町立病院で働いていただくとい

うことにつきましてはお願いをしていきたいというふうに思っております。 

 必要があれば、ちょっと議論が必要ですけれども、その条件等につきまして、期間を伸ばす等

の改正は必要であるということであれば、そこらあたりも検討していく必要があるのかなと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  私が言いたかったのは、高千穂に勤務する期間じゃなくて、例

えば研修実習の期間でちょうど２９歳というと５年間働かれて、今からいろんな臨床体験という

か、いろんなことを体験されて、あとの５年間、まあ長ければですね、そこでいろんな研究とい

うか経験を積まれて高千穂に帰ってこられれば、もうそれいっそう言うことはないなというふう

に思っておりますんで、できたらこの返還猶予期間というのを延期できないか、考えられないか

なというような質問なんですけども。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  済みません。的確な対応ができなくて申しわけござませんでした。 

 確かに一人前になっていただくと、あわててこちらに来ていただくということもなかなか、高

千穂町の町立病院の医師の質ということから考えても、もう少しその経験を積んでからでもいい

んじゃないかというところもあるのかもしれません。 

 そういった御指摘を受けたわけですので、また町立病院の院長先生をはじめ、医師の皆さんと

も相談をしながら、そこあたり、ちょっと猶予期間を伸ばせないかということにつきましても検

討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  どっちにしても、若いお医者さんでも来てくれればこれに越し

たことはありませんので、１人でも多くそういう方たちがこの制度を利用されて、早く帰ってく

れることを切に思っております。 

 続きまして、西臼杵地域公立病院の部会についてちょっと町長のほうにお伺いしたいんですけ

ども、２月１９日に発足されて、３月２９日にこういった第１回の部会が行われているというこ
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となんですけども、これのメンバーというのはどういう方たちがおられるんでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  委員といたしましては、３町病院事務長、また、３町町立病院の院長

先生などが委員になっております。３町の副町長も委員になっております。 

 音頭を取っていただいているのは宮崎県の延岡保健所、そして、高千穂保健所が音頭を取るよ

うな形で、このような延岡西臼杵地域医療調整会議の中で３町の公立病院をどうしていこうかと

いうところを集中的に考えるための部会を設置したというところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  この部会はまた今後開かれると思うんですけども、メンバーは

大体このメンバーでこれから先もずっと、今のところいかれるということでよろしいでしょうか。

町長お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  おっしゃられたとおり、部会のメンバーにつきましては、先ほど申し

上げたようなメンバーの中で続けていくということで考えております。 

 うちが設置したというよりも県の指導の中で設置したということでありますので、もしメン

バーを変えるということになれば、県のほうとも、特に保健所ですけども、相談をしながら進め

ることになると思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  ３町、要するに経営統合を最終的に目標ということで、令和

５年を目標にされておるんですけども、これは地域医療構想の中が大体令和５年、今の団塊の世

代がちょうど７５歳になったときをめどにされているような構想なんですけども、できればこれ

が５年に限らず、少しでも前倒しができないかなと思うんですけども、そこあたりはどうでしょ

うか。町長お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  そのあたりにつきましては、本当に少しでも早くというふうに考えて

いるところであります。 

 一応、何かしらの目標を立てておかないと、いつかそうしようじゃないかとずるずる行きかね

ないということで、まずは、令和５年度末というところを目標に定めておりますけれども、これ

から、実はまだこういった部会ができておりますけれども、３町の町長レベル、あるいは副町長、

院長先生レベルではそういった話が出ておりますけれども、例えば日之影、五ケ瀬町の議会等に
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対しまして、まだ詳しい説明というのはできていない状況でありまして、そのあたり、しっかり

と行っていきながら、少しでも早い段階で前に進めていって、３町立病院がうまく機能を分けな

がら、ともに存続していくという形を模索していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  正直な話、私もこの答弁書をもらうまでは、実際、そういう部

会があること自体、発足されたこと自体知らなかったんですけども、当然、これは本当に今から

先、考えていかなければ本当にいけないことだというふうに私も感じております。 

 当然、日之影まで高速が抜けましたし、今後、五ケ瀬町に至っても高速道路がつながるという

ことになれば、本当に高千穂まで通院するのにもそんなに時間を要さない地区になりましたので、

当然、早めに統合をやっていかなきゃいけないし、それとやっぱり今後も我々も議員として方向

性が決まれば、それなり３町議会に御説明いただいて方向性が決まれば、全員一致協力してこの

方向に進みたいと思いますので、今後もこの病院問題というのは本当に難しい課題でありますけ

ども、引き続き力を入れて取り組んでいただきますようにどうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 続きまして、巨大地震をはじめとする災害対策についてなんですけども、職員が８０名ほど普

通救命講習を終わられるということで、大体町職員の３分の１はこういう講習をされているのか

なというふうにお伺いしたんですけども、今、講習もそうなんですが、例えば、今まで私たちが

聞いたときに、雨、台風関係の災害というものに関してはある程度予測できる災害でありまして、

それなりのマニュアルもあったり、いろんなあれもあると思うんですけども、地震に対してのそ

ういったマニュアルとか、そういったものは町のほうにあるんでしょうか。町長よろしいですか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  地震のときに対応する、例えば町職員がどのように動くかといったそ

のようなマニュアルについては、簡易ですけども策定をしております。 

 詳しい内容、その他につきましては、総務課長に答弁させたいと思います。お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  総務課長。 

○総務課長（石渕 敦司課長）  庁舎内で地震に限らずですけれども、地震が主なんですが、災害

時等に救急の病気でといったときに、どういった形で、誰がどこで救護をしてといったことにつ

いては、今現在、町でつくっております防火計画、火災の計画ですね、これに基づいてやってい

くことになるというふうに思っております。 

 救命講習については、基本的に救急隊員だったものが普通救命講習ということで３時間の講習

を受けて、当時は救急業務が町にありましたので、町長名で修了証を交付をしてもらっていると
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ころであります。 

 ２７年以降の職員につきましては、救急業務が消防署のほうにいきましたので、それから以降

は救急講習ができていないという実情であります。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  町の避難情報とか、こういったことについてはホームページに

ある程度のことは出ていると思うんですが、最近、宮日、私は宮日を取っているんですけども、

これの地域版、総合版のところに必ず防災地域というのが６月に入って毎日載っているんです。

いろんなところでやっていますし、一昨日の新聞なんですが、こちらは宮崎市、これは防災組織

をつくって、情報連絡、救出、避難誘導、給食の４班をつくって、常時２８人制を確保している

というような記事が載っていましたんで、高千穂としては、当然、この南海トラフを考えた場合

に、津波というのはありませんので、そういったことはないと思うんですけども、こういったマ

ニュアル等は、先ほども言いましたけど、台風とかはある程度予測できる範囲であって、当然、

災害が起きたときでも、今、広域消防がありますんでこちらが出向くということで、それはある

程度のあれはできると思うんですけども、そういった組織、これは役場に限らず民間の組織を編

成というのはできないものかなというふうには考えております。 

 ひとつ、それこそ新聞のほうにも載って、えびの市なんですけども、こちらは自衛隊のＯＢ、

退職された方が地元におられて、その方が中心となって要するに災害担当、町がこのようにした

いというか、そういったときのアドバイスとか、いろんな訓練だとかというのをアドバイスされ

ているようなんです。 

 当然、我々の議会のほうにも自衛隊出身者の元気のいい人がおりますんで、こういった人たち

の協力を得ながらつくっていけば、確かに役場職員も災害のときに派遣されたりとかいうことで、

実際、目にして、ある程度の知識は入れている方も多いと思いますけども、普通、一般の方はな

かなかそういうところに行き合わせない。それに比べ、自衛隊の方というのは、１００％じゃな

いけども、ある程度そういった訓練もされていると思うんです。そういう知識もある。できれば、

そういった方たちの知恵を得ながら、今後また対策づくりもできたらなと思うんですけど、町長

いかがでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  御質問にありましたとおり、確かにそういった人材が町内にはたくさ

んいらっしゃるというふうに思います。そういった皆様をどのように使っていくといいますか、

お願いをして動いていくかという、南海トラフ地震等に限ったような計画というのは特段つくっ

ていないというのが実情でありますので、例えば防災士の組織であるとか、あるいはお話にあっ

たような自衛隊におられた方とか、いろいろといろんな場面に対応するごとに詳しい皆様がいら
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っしゃいますので、あるいは企業の皆さんにどう動いていただくかとか、ボランティアの皆さん

にどう動いていただくかということにつきましては、やはり万が一に備えて何かしらの行動計画

というか、つくっていく必要があるのかなというふうに思います。 

 また、他市町村の状況とかも把握をしていきながら、参考にするものがありましたら参考にさ

せていただいて、高千穂町でもっと考えていきたいというふうに思いました。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  当然、ちょっと今、これはいつ来るかわからない問題ですので、

そうではありますけども、何か策を打っとかないと、いざそのときになってどうしようもないと

いうことじゃ困りますので、何かそういった考えのほうをやっていってもらいたいと思います。 

 それと、それこそ南海トラフが今後来るっていう、それこそ百何十年に１回ということで、も

う今は７０年過ぎていますので、いつ来るかわからない状態ではあるんですが、今、宮崎県の主

な市というのはほとんど海沿いにあって、これは最大に来れば大体津波でも１７メートル、延岡

でも１４メートルぐらいの津波が来るだろうということで言われております。 

 実際にこういったものが来たときに、延岡は本当に壊滅状態じゃないですけども、かなりの被

害が出ると思うんですけども、そういったときに、やっぱりこの高千穂町も自分のところの災害

というのも当然補わなきゃならない、それにも増して、そういったものが来れば、受け皿として、

町のほうも何とかそういった避難場所じゃないですけども、そういったことを考えていかなきゃ

いけないと思うんですけども、そこあたりはいかがでしょうか。町長お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  高千穂町としての受け皿なり、高千穂町民の皆さんが避難する場所と

いうことになると思いますけれども、既に指定避難所等も指定はしておりますけれども、大規模

災害に備えてというところまで、そのとき、今の避難所だけで足りるのかというようなところは

想定しておく必要があるのかなと思います。 

 熊本地震があった際にも、高千穂町として何かできることはないのかということはいろいろ考

えたわけですけども、それまでにそういったことに備えた十分な連携ということについてはあま

り考えていなかった状況もありまして、それについてもあとからになってしまったのかなという

ふうに思います。 

 大規模災害が起きるといったときには、高千穂町あたりはやっぱり九州の中央部にありますの

で、熊本県側、あるいは延岡市側に物資を搬送する等につきましては、拠点になり得るというこ

ともあるのかなというふうに思います。 

 その物資を搬送するということについての場所等の確保については協定などができているわけ



- 41 - 

ですけども、避難所等につきましても、本当に大規模な地震が起きたときにどうするのかという

ことについては、しっかりと準備をしていくということで、計画なりを策定していくべきかなと

考えました。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  それについては、早急じゃないですけども、早い段階で準備だ

けしていって、それに越したことはないと思いますので、今後また我々も協力しながら、一生懸

命そういうことについてやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしておきます。 

 それと、今、高千穂でも土砂災害とか、いろいろありまして、大体危険な箇所というのは、見

ると、これはホームページのほうに大体危険箇所地域というのが出ていると思うんですけども、

これのチェックというのは毎年されているんでしょうか。建設課長お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  建設課長。 

○建設課長（佐藤 雄二課長）  今言われる危険箇所というのは、土砂災害防止法に基づく崖地と

か、砂防危険箇所区域あたりのことを言われていると思いますけれども、これは国のほうの法律

に基づいて、県のほうで危険箇所の調査を行っております。 

 昨年までに町内全地域調査が終わりまして、警戒区域、俗に言うイエローゾーンと特別警戒区

域というレッドゾーンの２カ所を指定しまして、それぞれの指定された地区については、各集落

の対象家屋の人たちを集めて説明を行ってきております。 

 去年、最後に行った区域については、まだ指定が終わっていませんけれども、今年度中に全て

の町内の危険箇所の区域が指定できるようにします。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  ありがとうございます。 

 当然、危険地区、土砂災害、雨が降っても、こういった地震が来ても、まずどこが崩れるとい

うのはわかりませんけども、やっぱり危険地区が先に危ないのかなと思いますので、そこら辺の

ところも徹底して今後お願いしたいと思います。 

 最後になりますけども、町長のほうにちょっとお伺いしたいんですけども、防災無線について

なんですが、昨年の第３回定例会のときに、板倉議員のほうから２０２２年に今のアナログ放送

が終わるからデジタル放送に切りかえるかどうかという質問があったときに、費用が４億円から

５億円かかるから、今のところＩＰ末端機でいきたいというふうに返答があったと思うんですけ

ども、町長に聞くのもあれなんですけども、今後のあれとして切りかえというのはいかがでしょ

うか。 
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○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  御質問にお答えしたいと思います。 

 やはり、防災無線というのは、必要だというふうに考えております。やはり災害時に光ケーブ

ル等の有線なものでありますと、途中で断線したりということがありますので、無線という形を

継続していきたいと考えております。 

 そして、今年度予算におきまして、防災行政無線の来年度設置に向けた設計業務の予算を計上

しております。国の緊急防災減災事業債が活用できる間に設置をしてしまいたいということで、

できましたら来年度、今年設計の来年度設置という流れが取れればなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  安在昭則議員。 

○議員（５番 安在 昭則議員）  確かにＩＰ末端器というのは非常にいいんですけども、実際に

停電したときに使えないというのは非常にネックでありますし、あと、インターネット、エア

メール、こういったものも非常に若者には受けるんですけども、年配の方がちょっとどうかなと

いうのがひとつ問題があろうかと思います。 

 ただ、先ほどから言われているように、防災無線のデジタルが実際に今、４億円、５億円かけ

なきゃいけないという費用がかかるわけですけども、これは考えたときに防災無線というのはい

つも鳴っているわけじゃないんです。実際に防災のときとか、何かのときに、避難時のときにな

るとか、そういったことになっていますので、これは日之影かどこかでやっているのが、例えば、

そこの組内でスピーカーがあって、そこで大きくおらばせているのというのを耳にしたことがあ

るんですけども、こういった方法も１つの方法じゃないかなと思うんです。 

 費用的にも、今、５６公民館ありますけども、公民館に３つ、４つつけたとしても二百五、六

十個、こういったものをつけたときに費用がどうかと思うんですけども。 

 ただ、確かに町長が言われるように、無線等のはやっぱりないと、火災にどうしようもなくな

りますんで、そういったことは今後、やっていってもらわないと、というふうに思います。 

 ただ、確かに町の予算も大変な時期ですので大変かとは思うんですけども、全てそういうこと

においても前向きに検討していただきたいと思います。 

 以上、私の質問、非常に即座に答えが出るような質問じゃなくて大変だったかと思うんですが、

できるだけ方向性が決まれば、私たち議会も一緒になって前のほうに進んでいきたい、協力して

一生懸命やっていきたいと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上もちまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 
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○議長（工藤 博志議員）  ２時５分まで休憩します。 

午後１時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時05分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き会議を開きます。 

 続いて、坂本弘明議員の質問を許します。質問席に登壇願います。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  それでは、質問させていただきますけれども、今回の私の、

この観光２００万人を目指す渋滞緩和策について、企画観光課の観光統計を参考にさせていただ

きました。まず、第１、観光２００万人を目指す渋滞緩和策と駐車場の確保についてであります。 

 平成２９年は、２８年の熊本地震の影響で観光客入り込み数は１３０万２,０００人でありま

したが、平成３０年では１４０万１,４００人と回復傾向となっています。 

 利用交通機関では平成２９年と比較して、平成３０年は貸し切りバスでプラス１０.１％、

１万６,４００台増の１７万９,４００台、乗用車ではプラス７.６％、８万４,７００台増の

１１９万７,２００台、路線バスはマイナス６.４％、１,７００台減の２万４,８００台でありま

した。 

 今回のゴールデンウイークは、今までに経験したことのない１０連休とあって、連休前より駐

車場の確保については本町担当課でも神経を使っておられたと思います。 

 現状では何とか駐車場が確保できたようですが、久しぶりの渋滞が見られたようであり、神殿

の住民からも身動きがとれなかったとの声が聞かれました。 

 町長は観光に関する挨拶の中で、高千穂観光の入り込み客数２００万人を目指すと話されてお

られますが、現実問題として２００万人の観光客の受け入れ体制の整備をどのように考えておら

れるのでしょうか。単純に計算して、平成２９年から３０年にかけて観光客が約１０万人増加し

ており、車両もまた貸し切りバス、乗用車、合わせて約１０万台増加しています。あと６０万人

増加すると考えるならば、単純計算でも６０万台現在よりも増加することになります。 

 ２００万人の観光客入り込みを達成できないにしても、観光車両のスムーズな誘導を行うには、

将来、誘導員の確保は難しくなります。２００万人の高千穂峡を中心とした高千穂観光を考える

上で、シャトルバスを活用した観光体制を整備する必要があると考えますが、町長の考えを伺い

ます。 

 次に、農業法人に対する支援についてであります。 

 本町農業は畜産業を核として農業全体に元気が出ていると感じていますが、後継者不足は深刻

であり、農業衰退を招き、耕作放棄地を増加させています。 

 そういう中にあって、農業法人化に取り組みたいという考え方がふえてきたようであります。
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これは、法人化によっていろいろな事業を受けられるということや資金調達などさまざまな利点

があるからです。 

 特に耕作放棄地の解消という点において、畜産業は極めて重要な産業と考えられます。本町農

業の将来を考えたときに、耕作放棄地の解消と農業の活性化についてわずかでも農業法人への支

援はできないか伺います。 

○議長（工藤 博志議員）  町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  坂本弘明議員の、観光２００万人を目指す渋滞緩和策と駐車場の確保

についての御質問にお答えいたします。 

 議員の御質問にありますように、ことしのゴールデンウイークは、県内外からたくさんの方に

おいでをいただき、本当にありがたいことでありましたが、それと同時に、町内の渋滞や駐車場

の問題が改めて浮き彫りになりました。 

 その問題解決のためには、先ほど磯貝議員からも御質問いただきましたけれども、やはりシャ

トルバスやパーク・アンド・ライドといった方法が有効ではないかと考えております。現在も

ゴールデンウイークやお盆期間中などには、シャトルバスを運行しておりますが、新たな駐車場

の確保や周回方法の改善などを検討してまいりたいと思います。 

 観光入り込み客数２００万人を目指すためには、そして駐車場や渋滞の問題をこれ以上深刻に

させないためにも、連休や観光シーズンだけでなく、１年を通してお客様に来ていただけるよう

な工夫が欠かせないと考えております。 

 そのためには、新たな観光資源の開発であるとか、現在の観光地での新たな魅力づくりが必要

であると思います。 

 さらには、インバウンド対策、休みの期間が日本とは違ったり、休みそのものが長いといった

外国人の方々にもっと来ていただくための対策もしっかりと検討してまいりたいと思います。今

議会で提案させていただいております台湾の花蓮市との姉妹都市盟約締結も可決していただき実

現をすれば、その契機にもなるであろうと期待をしているところでございます。 

 先ほども申し上げましたが、町内観光を一体的に考え、観光客の皆様にも町内の皆様にも、時

間的、経済的、さまざまに効率のよい観光地を目指してまいりたいと考えておりますので、今後

とも御理解、御協力をいただきますようにお願いを申し上げます。 

 次に、農業法人に対する支援についての御質問にお答えをいたします。 

 坂本議員の説明にもありましたとおり、ＪＡ高千穂地区の平成３０年度販売実績が、畜産業を

中心に久しぶりに５０億を超え、本町農業に活気があると感じております。また、稲わらやＷＣ

Ｓの生産、法面の草刈りによる畜産用粗飼料の調達は農地、特に水田の維持管理とは切り離せな

い関係であり、耕作放棄地防止の１つのシステムになっていると考えるところでございます。 
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 しかし、御指摘のとおり、高齢化、後継者不足といった課題は深刻化しております。町といた

しましても、就農希望者には国の農業次世代人材投資事業や町単独事業の高千穂町新規就農総合

支援事業で後継者確保をするための支援を続けているところであります。また、農地を管理する

ことが難しくなってきている集落では営農法人への農地集積を進め地域全体で農地維持を図るこ

とが耕作放棄地のこれ以上の拡大を防止するには有効な手段であると考えております。 

 現在、農林振興課にて農業法人化を検討したい集落に地区担当の農業委員、農地利用最適化推

進委員の協力を得ながら、地区代表や役員への説明会や意向調査、地域でのワークショップ、意

見交換会を実施しているところでございます。地域の問題解決を模索し、取り組みの方向性が確

定すれば制度事業への手続などの支援、法人化を進める場合には登記されるまでの集落協議や、

そのサポートをしているところであります。 

 このように、農地維持を目的とする法人化には地域の意見が熟成するまでに時間がかかるのが

実態でございます。現在、町内には法人化実施済みが１集落あるほか、法人化を進めているなど、

検討あるいは希望する集落があります。 

 農業法人への支援につきましては、国の制度事業である農業経営法人化支援総合事業で、経営

相談、経営診断や専門家派遣、巡回指導などの支援、経営相談をした集落営農等が法人化する取

り組みを支援するものがございます。 

 また、中山間直接支払制度交付金の本来の目的が集落の維持と耕作放棄地の防止が主な目的で

交付されておりますので、その使途を集落内で十分協議していただき、集落営農また法人化に有

効活用していただきたいと考えております。町として、そのような方向に導いていくということ

で考えてまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  ありがとうございました。今回の私のこの２００万人の観光

誘致について、少しは関係があることなんですけども、ちょっと道が外れるかなと思いますけど、

ちょっとお伺いしますが、今回の１０連休で、この食事をする場所が大変少なくて、私の聞いた

話では、コンビニとか、コスモスの食べるもの、パンとか、おにぎりとか、なくなっていたとい

う話を伺いました。きょう、お昼に話が出ましたけども、うどん屋さんのまらそん亭、ここが

２３日に閉店するという話を聞いております。恐らくこの会場におられる皆さん、行って食べた

ことがないという方はおられないんじゃないかなというふうに思いますが、このうどん屋さんの

後継者もないと、レシピも渡さないという話もされているそうなんですけれども、それじゃなく

ても、連休のときには、そこに行列ができておりますし、この駐車場の前に２００万人を目指す

ときに、この高千穂町の食事処、要するに食事する場所については、町長、コンビニとかそこの
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コスモスから食べ物がなくなったという話も御存知だったのかどうか。それで、今後の食事をす

る場所について、どのようにお考えか、まず、ちょっと伺わせてください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  坂本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ちょっと、コスモス等から食べ物がなくなったという話は実は把握しておりませんでした。確

かに、食べるところがないというのは以前からの課題であります。町なかの空き店舗を利活用し

て、店を開きたいという方の支援を今、まちづくり事業の一環の中で考えておりますので、その

あたりを前に進めていくために今年度力を入れて取り組んでまいりたいと思います。確かにまら

そん亭等につきましては、高千穂神社に近いというところで、最近は閉店が間近だということで

非常に行列ができているというところで、私も非常に惜しいなというふうに思っております。私

も先日開店１１時前に店をガラッとあけたら、もう中満員で、並ばないと入れないということで

ありました。木下さんに私直接お話しましたけれども、何とかならんのですかと、誰かおらんで

すかという話はしたんですが、なかなかねという御返事でありました。私がきいた話ですと、あ

そこの店舗を活用してお店をやりたいという方が既にいらっしゃるということは伺っております

ので、何かしらの飲食店につきましては、すぐにはならないかもしれないですけども、できるも

のというふうに考えております。やはり神殿通りにつきましては、特にまちづくり、歩道の整備

を行っておりますけども、その人が歩くまちづくり、景観と合わせまして、やはり、店が連続し

てないと魅力はつくり出せないというふうに思っております。そういったところについては、こ

れからまちづくりの中で飲食店を含めた開店について、町として支援をしていけるように努めて

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  うどん屋の話で申しわけございませんでしたが、いっそのこ

と、日本全国どこに行ってもうどんはあるんですから、例えば、空き店舗にもう半年か１年家賃

をやるから、誰か来て、うどん屋でも開かんかと、それぐらいの私は公募をやってもいいのかな

というふうに考えておりますけども、１つの課題として、食事をする場所確保を考えていただき

たいというふうに思います。本題に入りますが、将来のシャトルバス、今後のシャトルバスの運

営につきまして、ちょっと話をしたいなというふうに思っております。 

 最近、保健所の前に水道工事がありまして、ちょっと職員の方が誘導員のかわりをしておられ

まして、何しよっとかと言ったら誘導員がおらんもんじゃから、私がやっていますという話であ

りました。この１０連休に入る前にも、誘導員を確保するということ、これが非常に難題だった

ようであります。駐車場が分散をすればするほど誘導員の数も必要になってまいります。将来、
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高千穂峡の観光、また観光スタイル、景勝地、このスタイルを考えたときに、町長は新町長であ

りますから、観光協会との間でこれからどのように高千穂町の観光を目指していこうか、そうい

った意見交換なり、そういった話はされたのか、また、される予定があるのかどうか、お聞かせ

ください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  坂本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 高千穂峡の今後の観光のあり方につきましては、ボート、また駐車場の管理も現在行っていた

だいている、観光協会とも話を進めながら、またシャトルバスをどう回すかということにつきま

しても、考えていきたいと思っております。観光協会さんにつきましては、ボート以外の部分に

ついては、町に返したいというふうに意向を持っていらっしゃるようなんです。でありますので、

交通誘導、また駐車場の管理等につきましては、町の考えの中で前に進めていきたいと思ってお

ります。シャトルバスにつきましても、まだまだ全くの構想の段階でありますけども、今、シャ

トルバスが回っていき、また一般の車両が行き来するという中において、渋滞が発生したり、ま

た大型バスが上に上っていくときには、車両がおりていけないといった問題があります。そうい

ったことを考えたときに、高千穂峡内におりていく道等につきましては、例えば一方通行にして

しまうとか、そういったこともあり得るのかなと思っておりますし、また、磯貝議員の質問にも

ちょっと関連がありますけれども、今の有料駐車場の御橋の駐車場につきましては、例えば、足

腰の悪い方、あるいは障害のある方用の駐車場といたしまして、あそこの駐車場は、一般の観光

客は使わないという形、そしてパーク・アンド・ライドという形で、上のほうの駐車場にとめて、

そこをシャトルバスで巡回すると、循環する、そういった形をとるということもあり得るのでは

ないかと思っております。そういった中で、今の身障者用駐車場につきましては、タクシーの乗

り場にするとか、そういったこと、安全性を考えた形を検討してまいりたいと思っております。

観光協会、また、あそこにつきましては、食事処がある業者さんもありまして、マイクロバス等

で送迎をされているといったところもあります。そういったところとしっかりと今後の高千穂峡

の観光のあり方、観光客の回し方、そして、お金を取りたいという話をしましたけれども、高千

穂峡のどこの場所でどういった環境保護協力金を取るのか、その流れをどうつくるのかというこ

とにつきましても、しっかりと協議をしながら、今後の高千穂峡の観光のあり方を考えていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  前町長にも、そういった駐車場の話を以前したことがありま

して、いっそのこと、いわば釣り堀とか、あの辺のあたりは駐車場にしてしまったほうがいいこ
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とないですかという話もしたんですけども、落石の危険があるから、それと景観的なところがあ

るからという話でしたけれども、先ほど、磯貝議員のほうから高齢者の話が出ましたが、例えば、

高齢者が乗っておりてきたバス優先とか、そういった考え方もいいのかなというふうに思います。

そこで、シャトルバスの今回のゴールデンウイーク、シャトルバスのコースについて聞きたいん

ですが、コースは、何コースかあるのか。バスは何台出たのか、ちょっといいですか。 

○議長（工藤 博志議員）  企画観光課長。 

○企画観光課長（山下 正弘課長）  シャトルバスのほうにつきましては、先ほど申し上げました

ように、観光協会のほうで運行しているということにはなりますけれども、コースとしては

１コースで、一番大きな駐車場が、家畜市場のところの田口野駐車場になりますけれども、あそ

こから青葉大橋を渡りまして、向山側から高千穂峡に向かって、そっからまたそのまま上りまし

て、大橋駐車場、それと押方駐車場で神楽宿の下のところ、ここが乗りおりする場になりますけ

ども、あそこもありまして、上の道に上がって、道の駅はとまりませんけども、高千穂神社を経

由してまた田口野の駐車場に戻るという一方通行の１コ―スということになります。先日の大型

連休中には、４台の大型バスで運行しておったところです。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  私が聞いた話で、武道館の駐車場、武道館も使っていたとい

うことでありますが、武道館から高千穂峡まで歩いて、下って、また上られたという観光客がお

られたそうで、大変お疲れになって帰ってこられたということであります。年齢的なとこもある

でしょうけれども、その日の天候とか、いろいろありますから、先ほど話したように、先ほどの

駐車場があちこち分散すると、周回のコースから外れたりした観光客の方、ちょっと目的地まで

行くすべがないというようなことになろうかというふうに思います。 

 そこで提案でありますけれども、私が住んでおります青葉大橋、青葉大橋を渡ってすぐに埋立

地がございます。これはＡコープをつくるときに出た残土の埋め立て地というふうになっており

ますけれども、要するに、周回コースの中に、駐車場を置くということ、これが一番効率がいい

のかなというふうに思います。そして、今埋め立て地のちょっと１段高いところ、ここも非常に

大地主でありましたが、後継者がいないという土地がございます。さらに、仲山、旧仲山バス停、

ここの近くは、ホテル神州が持っておりました山を、これ皆伐してしまっておりまして、道路並

みにするには、幾らかの工事残土とか、必要かなと思うんですけども、皆伐してありますんで、

そんなに私は高い金額ではないのかなというふうに思っております。さっきの大地主の方の土地

も合わせますと、大体四、五百台ぐらいはとめられるのかなと。さらに、神州のそういった皆伐

したあとを、そこも利用できるのかなというふうに思っております。 
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 向山地区は、まだ地籍調査が終わっておりません。この話を進めるか進めないかという話もま

だそれはわかりませんが、地籍調査も終わっておりませんので、しっかりとした、そういった測

量をやっていただけるならば、ありがたいのかなというふうに思っています。椎屋谷地区の地権

者の皆さんに理解を得られるならば、私は将来御検討いただければいいのかなと。そして、将来

的には、いわば高千穂峡に乗り入れないと、車を。それで、駐車場からもシャトルバスでそこに

行くと。年間を通してそういう規制はしなくても、例えば冬場の要するに観光客が少なくなった

時期には、期間限定でおりていただいてもいいのかなと。連休のときにその駐車場として確保す

るならば、それは、契約の方法としては、私は執行部側に任せたいというふうに思いますけれど

も、そういう考えはいかがでしょうか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  御質問にお答えしたいと思います。 

 確かに、新たな駐車場を整備するということについては、非常に重要な問題であるというふう

に思います。私どもも向山の青葉大橋を渡って右折したエリアの土地については、過去にもあそ

こを駐車場に利用できないかということについて、協議をし、また直接土地所有者とも話をした

という経緯もあります。そのときはちょっと私が詳細にその事情を把握しておりませんけれども、

ちょっと話がまとまらなかったということがあったようにありますけれども、時代も流れており

ますし、こういった事情でもありますし、全体が使えないとしても、シャトルバスを例えば一方

通行で回していくということを考えたようなときについて、また先ほど坂本議員からもありまし

たけれども、忙しい、お客様がたくさん来ていただける、繁忙期と閑散期が高千穂観光の場合、

あるというのが課題です。そのピークの部分に合わせていろんなものを整備したときに、その閑

散期の時期のほうが長いと。土地が余る、あるいはバスを常に借りておくということも余るとい

うこともありますので、どこに合わせて観光地の整備をするか、駐車場の整備をするか、巡回す

るシステムを考えるかということが非常に大事だろうというふうに思います。そこを柔軟性を持

ったような形で、閑散期にはこの場所はこういうふうな利活用もできますと。ただし、観光客が

多い時期には、全体的に駐車場として利活用してシャトルバスを回すんだという、そういった柔

軟に使えるような土地の流用、形をまた検討していく必要があると思いますので、再度、御提案

のあったといいますか、そのような場所についても、利活用ができないものかというのを町で検

討してまいりたいと思います。ぜひとも、向山地区ということもありますので、協議していく場

合におきましては、御協力をお願いしたいというふうに思います。 

 以上でありますけども、いずれにしましても、ピークの時期と閑散期の時期、そこ、調整をど

ううまくとりながら、駐車場等の整備をしていくかということについては、一番いい、効率のい

い形を模索してまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  これは、岩戸神社に関しても同じようなことかなというふう

に思います。町有地のみならず、他県の話もしますけれども、例えば、高森の一心行の桜を見る

ときには、田んぼが臨時駐車場になって、地権者の方の収入になるとか、太宰府では民間の庭も

貸していると、無料で貸しているということになりますから、高千穂町もそういったことで、例

えば民間の庭先も有料で貸すならば、ひょっとしたらこの地区の方々も、連休が来るのを心待ち

にされるのじゃないかと、そういうこともあるんじゃないかというふうに思うんですけども、連

休が来ると収入が得られるぞというような発想で、そういった町民に対する呼びかけもいいのか

なというふうに思います。 

 簡単に、２００万人の観光客を誘致するということは、非常に難しいのかなというふうに思い

ますが、観光客の人たちから見たときに、昼飯は食わんでも高千穂峡が見たいとか、ボートに乗

らんでも高千穂峡に行きたいとか、そういう価値観の違いはいろいろあると思いますけれども、

最後に、町長に、ぜひとも２００万人の観光客、達成していただきたいですし、また、食べ物に

関しても私は、胃袋がふえるということをよく言うんですけれども、胃袋がふえるということは、

それだけ経済効果が大きくあると、なおかつ宿泊していただければ、それ以上に経済効果がある

んだと、胃袋をふやすということを考えながら、この２００万人の観光誘致について邁進してい

ただきたいというふうに思いますけども、最後に一言お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  ありがとうございました。さまざま、本当に御提言をいただきまして、

まさにそのとおりだなと思うところもたくさんあるところであります。神殿の皆さんが例えば、

自分のとこの場所も駐車場にしていただければというような話がありましたけれども、実は今そ

ういったことも考えておりまして、例えば、中心部の町営駐車場につきまして、例えば空きス

ペースについて、休日はとめないというところにつきましては、今インターネットの時代でもあ

りますし、ほとんどの皆さんがスマートフォン持っているというところでありまして、知り合い

のシステムエンジニアとお話をしたときに、今からスマートパーキングという時代になるんじゃ

ないかと。ここについては、いつからいつまで使えませんという登録をしておいていただいて、

そこをじゃあとめますという予約をして、そこにとめていただく、そして誰が使ったかがわかっ

て、決済の上、そこをとめた部分については、その人にメリットがある、幾らかの収益があると

いった、そういった取り組みもできるんじゃないかということで考えております。駐車場のお金

のとり方どうするかという話がありましたけれども、その一つの中に、スマートパーキングとい

うやり方をやるということも１つの考えとしてはあります。ぜひとも、高千穂町はそういうこと
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はやっているよというそのいいモデルになるような取り組みができればなと思っております。 

 また、ほかのとこからの、郊外から移動してくるということについて、今、国交省のほうが、

グリーンスローモビリティという電動自動車を活用した移動が観光資源としてできないかという

ことを提案を受けております。例えば、武道館にとめている人が高千穂神社の前のバス乗り場ま

で移動するということについて、そういった環境に配慮したような電動カーで何人も乗れるよう

な車ですけれども、ピストン輸送するとか、そういったことも可能性としてはあると思いますの

で、積極的に考えてまいりたいと思います。 

 また、２００万人を目指すということで、私たちは、役場内といたしましては、今、ピークが

来ているところについてはもう限界かなと思っています。それを、閑散期をどう埋めていくかに

よって、全体として２００万人が達成できればなと思っております。そういった中で、答弁でも

述べましたけども、外国の皆さんは例えば東南アジア系の皆さんというのは、中国とか、冬から

春にかけてお休みがある、あるいは、旅行されるシーズンになるということで、そちらの一番お

客さんが少ない時期にどんどん外国から来ていただく、そういったところで閑散期となる部分を

埋めていくということ、この働きかけを積極的にやっていきたいと思います。また、総括のとき

にも話しましたけれども、例えば高千穂鉄橋などを利活用した新たな観光地づくり、こういった

ところで、市街地だけじゃない、ちょっと離れたところに新たな観光資源を創出するということ

で、そういったところにも誘客ができていけば、町なかの渋滞はそれほどないような形で新たな

観光地をつくっていくと、そこに誘客ができるということで考えております。そういった一連の

流れの中で、先ほど言いましたように、空き店舗を利活用したような飲食店、これにつきまして

は、建設課のほうでまちづくり事業を今積極的にやっておりますけれども、その中で空き店舗を

利活用したチャレンジショップについての支援というのも計画をしているところでありますので、

そういったことを有効に活用していただいて、歩いて楽しい、また食べ歩きができる、そういっ

たようなまちづくりについて積極的に進めながら、全体として、年間２００万人の観光客を達成

するということで取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  よくわかりました。活性化というのは、非常に生身の人間が

動いてなんぼかなというふうに思っております。その中で、例えば、畜産で非常に活気があると

いうのは、１つは、競っているからかなと。競い合いの中で、活気というものが生まれるんじゃ

ないかなというふうに思いますが、１つ、食べ物でも何でも競っていただいて、活気が訪れるこ

とを非常に望んでおりますが、この、最初の質問はこれで終わりにいたします。 

 次に、農業法人の支援についてであります。 
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 まず、農林振興課にお伺いいたしますが、農業法人化、これに向けていろいろと課のほうで法

人化に向けては、そういう法人化に向けて促しているような作業活動されているようであります

けれども、現在、法人化に向けて検討しているところ、また、これから前向きに考えていこうと

いう団体があれば、公表できる範囲でちょっとお聞かせいただければいいかなと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  農林振興課長。 

○農林振興課長（甲斐  徹課長）  坂本弘明議員の御質問にお答えします。 

 ただいま農林振興課では、町長の答弁にもありましたように、農業委員会を中心にして、集落

営農や農業法人化について相談のあった集落については、説明会、いわゆる話し合い活動を実施

しているところでございます。話し合い活動に関しましては、ただいま１１の集落で実施してい

るところでありまして、中には法人化が実施済みというところもありますけど、その集落につい

ては、中間管理事業の貸地、借地の再配分についてであります。その他につきましては、話し合

いの活動が農地の管理、または集積についての相談が１件、集落営農やそれに関する事業の説明

の相談が４地区、それから中間管理事業の拡充や農地の再配分といったものが２地区、遊休農地

の再利用が１つ、それから、法人化実現へ向けての発起人会の開催が１件、それから法人化に関

する検討が１件となっております。 

 また、法人化の進捗状況についてでありますが、１件は既に実施済みであります。また、１件

は実施準備中ということです。それから、法人化初期の検討中である集落が２つ、それから法人

化の希望をする地区が４つ、個人経営に関するものが２つというところであります。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  ありがとうございました。それだけ将来の本町農業に危機感

を持っておられたり、また、そういった畜産を中心として活気をもって、危機感というよりも活

気ある、やる気が出ているのかなというふうに思います。期を同じくいたしまして、衆議院議員

の江藤拓首相補佐官の肝いりで、最近６月１２日に棚田地域振興法案が成立をいたしました。同

法成立の意義について、国が棚田地域を国民的な財産と認め、次世代に引き継いでいけるよう、

首相を先頭に全省庁を横断的に支援する、必要に応じて財政、税制面の支援もする、国が本気で

棚田地域を守るという姿勢を示せば、国民の理解も進むし、棚田地域を必死に守っている人たち

ももうひと頑張りしようと思ってくれるのではないか、ということを言っておられます。 

 また、棚田地域振興法の内容ですけれども、棚田を国民的財産と位置づけ、棚田地域の荒廃を

防ぐため、国が施策を講じる。都道府県の申請に基づいて国が棚田地域を指定、指定地域は住民

や農業者でつくる協議会や活動計画を策定し、認定されれば税制、財政面の支援を受けることが

できる。国は棚田振興に役立つ各省庁の事業をまとめて公表するというふうな内容になっており
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ますけれども、この中で、国が棚田地域を指定ということになっているようでありますが、町内、

どこの箇所でも中山間直払制度でいろいろと取り組みをしておりますが、よくこの、私はよくわ

からないんですけども、棚田地域の指定という点で、はっきりとどういうものなのかちょっと私

は理解できないんですけれども、ちょうど１３日、認定農業者の会総会がございました。そのと

き資料をいただいたんですけれども、ちょうど農林課長も同席をされました。その中の資料の中

で、２０年後、２０３８年、全国で３６件の家族経営はどうなっているかということです。

２０３８年、２０年後に宮崎県も入っております。北海道、岩手県、兵庫県、宮崎県で家族経営

は消滅するというふうなことになっております。１日に毎日これお風呂の銭湯ですけれども、銭

湯１日１件消滅しているそうなんですけれども、全国で１年で６万７,３４４経営体、１カ月で

５,６１２経営体、１日で１８５経営体が消滅をしているということだそうであります。要する

に、この経営体というのは、各個人個人でありますが、要するにその経営体の主がやめられるか、

お亡くなりになられるか、といったときに、そこで終わってしまうということであります。法人

にしておれば、互いに助け合い、直払いもそうですけども、法人にしておけば、お亡くなりにな

るか、高齢になってちょっと牛がでけんなったと、法人の中に入っちょるとですね、あとは仲間

がカバーしてくれるというようなことにもなろうかというふうに思います。 

 法案が成立しましたけれども、内容的にははっきりしておりませんが、できますならば、私は

本町が先取りして、こういった支援をやるぞという意気込みを見せることによって、今、法人化

を考えている団体の背中を後押しができるんじゃないかなというふうに思うわけであります。ぜ

ひとも、国より先取りをして、そういった取り組みを行っていただきたいというように思います

が、町長いかがですか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  坂本議員のおっしゃったとおりだと思います。先日、私も棚田法案の

中心的に進めていただきました宮崎県選出の江藤拓代議士の会議にも参加させていただきました

けども、そのときに、この棚田法案につきましては、成立すれば、総理大臣がトップになって地

域を指定し、そして財政面、そして税制面のまた支援をし、また補助事業等もやっていけるんだ

というようなお話がありました。全国１３４ある棚田百選の中で、高千穂町が３カ所、棚田百選

があるわけでありまして、その中のお話にもありましたけれども、棚田地域の多い宮崎県のため

につくったようなもんだというようなお話もされておりました。その宮崎県の中でも、世界農業

遺産に認定をされております、高千穂郷椎葉山、その中でも面積の広い高千穂町がやっぱり先頭

を切って認定を受けながら、事業推進するということについては、世界農業遺産の地でもあると

いうこともありまして、リーダーシップをとってやっていけるような形で、うちがやりますとい

うことで、早めに表明をしてうまく利活用させていただきたい、そういう意気込みで取り組んで
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まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  坂本弘明議員。 

○議員（１０番 坂本 弘明議員）  大変前向きな御答弁いただきまして、大変ありがとうござい

ました。前町長は私よりか年上でありましたので、いろいろと気を使っておりましたけれども、

今度は年下ということで、少しはやりやすくなったかなと。前向きに、ひとつ取り組んでいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（工藤 博志議員）  ここで、午後３時まで休憩します。 

午後２時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時00分再開 

○議長（工藤 博志議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 続いて、佐藤さつき議員の質問を許します。 

 質問席に登壇願います。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  初めて質問します。御聞き苦しい点があるかと思いますが、御

了承願います。 

 質問に入ります。宮崎県立高等学校整備計画において、平成２５年度から平成３４年度期間の

実質的な高校統廃合の検討が行われ、今実施されています。 

 この計画は前期、中期、後期に分けて検討が行われており、地元住民が早急には廃校・統合に

はならないと思っていた都農高校などはじめ、数校の統廃合が決定し行われようとしております。

現在は、後期実施計画の検討が行われております。 

 高千穂高校は、平成３４年度までの対象高校には今のところ該当してはいないのですが、補足

の文章で大幅に定員を満たさない状況が続くなど、さらに１学級削減をせざるを得ないことが予

測される場合には、後期実施計画の基本方針を踏まえた上で、統廃合の検討に入ることがあると

されています。 

 現状として、本年度の高千穂高校の在籍数は、直接的行政支援がない中、高校の努力もあり、

１年生１０９名、２年生１０４名、３年生１２１名と３桁を確保しておりますが、１学級４０名

定員で本来ならば４学級とも４０人で満たされなければならないところが、３学級分しか確保さ

れていないため検討対象に入らないとも限りません。 

 高千穂高校がなくなることに対してのデメリットは、人口減少をはじめ町としてははかり知れ

ないものがあり、数年後を見据えて早急な対策が必要なのは、誰しも理解していることと思いま
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す。 

 現在、高千穂高校独自の努力で生徒確保に励んでいるので、それに加え行政の支援があると、

また違った結果になるものと期待しております。またほかの地区において、行政支援のおくれが

廃校を加速した事例もあります。高千穂町議会においても、平成２９年に１件、平成３０年に

２件一般質問が上がっている議案でもあります。 

 少子化の上、生徒や保護者に多様なニーズがあり、私立校、公立校の選択も多岐にわたり、既

に中学校では令和２年度入学に向けた動きが始まっており、町としての支援の早急さが必要です。 

 以上を踏まえ、新町長としての具体的な考えをお伺いいたします。町長、お願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  佐藤さつき議員の高千穂高校入学者への支援についての御質問にお答

えをいたします。 

 御指摘のとおり、宮崎県立高等学校整備計画において、高千穂高校は平成３４年度までの統廃

合の対象ではありませんが、統廃合の検討に入る可能性はゼロではありません。 

 ただ、本年度県において高千穂高校寮の増築が予定されているところであり、直ちに統廃合は

ないと思いますけれども、増築による入寮生の増を期待しているところであります。 

 本町では、現在のところ高校入学者に対し、行政から直接の金銭的支援は行っておりませんが、

高校の魅力づくりの一環として、世界農業遺産を活用した地域活性化・ブランド化プロジェクト

である「ＧＩＡＨＳアカデミー」を実施しており、地域に自信と誇りを持てる人材の育成などを

目的に、世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活性化協議会、高千穂高校、宮崎大学の三者で協定

を締結しております。 

 これに基づき高千穂高校生は中長期にわたり、地域農家への取材や農作業体験、宮崎大学での

講義や合同フィールドワークに取り組み、学んだ内容はＳＮＳ等で広く発信し、また小中学生へ

の出前授業も行っております。地域に飛び込み、その魅力や課題を発見・発信するという経験が

高校生にとって深い学びとなっております。さらに、高千穂高校の魅力づくりのため、ＩＴ企業

を誘致し、その企業が高千穂高校でコンピュータプログラミングの授業を行い、プログラマーを

養成し、その企業に就職するといった企業誘致・雇用対策も兼ねた、高校入学者をふやすととも

に、地元に残る若者をふやす政策を進めようと取り組んでいるところであります。 

 まずは、高校の魅力づくりが第一であると考え、以上のような取り組みを行っているところで

ありますが、さらに魅力づくりへのアプローチを探っていきたいと考えているところであります。 

 金銭的な支援につきましては、ほかの自治体では通学費用の援助、成績優秀者への返還不要の

奨学金支給など行っているところがあります。本町でもこのような支援を視野に入れまして検討

してまいりたいと考えております。 
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 地域活力を残すためにも、高千穂高校は絶対に必要であり、五ケ瀬、日之影を含め３町での協

議も不可欠であると認識しているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（工藤 博志議員）  佐藤さつき議員。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  丁寧な答弁ありがとうございました。町長が前職時代から取り

組んでおられた、世界農業遺産をＧＩＡＨＳアカデミーを通して教育現場に取り入れ、高千穂高

校のコミュニティスクールの中の総合的な探求の時間の中の重要な単位として認められ、ソフト

面での心強い支援となっております。 

 ほかにも高千穂高校生の町なか案内書でのインバウンドを対象にしたボランティア活動や、高

千穂峡での清掃活動や花植えなどのようにボランティア活動に企画観光課の方々がかかわり、Ｓ

ＮＳだけではなく広報紙を通じて町民に情報を公開していただくなど、活発にソフト面からかか

わっていただいておる現状であります。それを理解した上で、またほかのソフト面の支援として

町から今回の定例会において、５年後、１０年後を見据えた対策としてのＩＴ企業の誘致の予算

も決定し、それを高校の経営情報科の支援につなげていくというプランも答弁のほうであり、入

学した生徒にはソフト面での支援が受けられる条件を少しずつ整えていただいているのに感謝を

しているところです。 

 また独自に学校のほうでも高校で生産流通科が入学者をふやすために、地元の農業後継者の自

宅など学校を含め、回りながら生産流通科の特色を説明をしたり、企画観光課の方に相談をして

生産流通科の特色である農産物が町民の見えるところで販売できる場所の検討をされているとい

うお話も聞いています。 

 ただ、まだこれは実行するには、まだ決定する時間がかかっているようですが、それぞれの立

場からいろんな努力をされているところです。しかし、平成２７年１２月に世界農業遺産に認定

され、平成２９年３月にＧＩＡＨＳアカデミーを締結し、これにより教育の現場でのＧＩＡＨＳ

の学習活動が可能になり、高校において希望者には専門的な取り組みが勉強できるようになりま

したが、生徒全員の探求学習の単位として高千穂高校で認められたのは、本年度４月からで教育

の現場での支援をするのに、ＧＩＡＨＳアカデミーからの支援が認められるまでに４年かかりま

した。その間に高校の入学者は、１３８人から１０９人へと減少しています。 

 また、現在町が支援している教育の特色を生かして地域に根差す社会人として高校の卒業生の

立場から、高千穂高校の募集に協力していただけるようになるには、卒業生が帰ってくるまでま

だ数年が必要となります。町を含めてソフト面からの支援を受けながらも、特色を生かした高校

教育をやりながらも、今の高千穂高校にとにかく子供たちを引きつける魅力がないとなかなか入

学者がふえません。 
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 高千穂高校でのＧＩＡＨＳアカデミーの教育をはじめとする特色ある教育を体験してもらうた

めに、とにかく即効性のある支援を行い、とにかく高校に入学してもらわなければなりません。

子供が来ないことにはすばらしい教育を受けさせる機会もありません。それを考えた上で、町と

の連携した取り組みにあわせて、金銭的支援を加えることで入学者増の早急な対策になるのでは

と思います。今まで、その対策を取らずに来て子供たちの状況を踏まえて様子を見てきましたが、

数年たってもふえないにしても減らないという現状が見えることができません。 

 昨年、一昨年と議会の行政視察の報告でもあるように、福島高校や飯野高校においても行政の

金銭的支援があることで、生徒確保の一つの条件となっています。また、先ほど一般質問であり

ましたように、人口減少対策の一つとしても高校生を地元に残して高千穂高校で学んでいただく

ことは不可欠なことだと考えます。 

 金銭的支援といいましても、直接的支援、間接的支援があります。本年度２月、３月の町広報

で町長と町民の対談が掲載され、地元高校生の明確な意見が出されておりました。とてもよい企

画だと思い読ませていただきました。３月号の広報で、高校生が切実な声で高千穂高校に、地元

の高校に経済的なことも考えて進みましたが、学習面が心配だという声が上がっており、町長も

聞かれたことと思います。他地区の県立高校では、塾に行くことを前提として大学進学を考えて

いる現状が今通常になってきております。 

 高千穂高校も学校としては入学者のために、本年度入学生から本格的に国公立の大学を目指す

子供たちの進学クラスを改めてスタートされました。しかし、働き方改革等により課外など教員

の方々に依存することができない現状ではあります。現場の先生方に聞くと、支援として有名塾

のＩＣＴを活用した遠隔授業など、学び方の塾の形態もいろいろ上がってきているようです。 

 このような学習の場を与えるなどの金銭的支援や、町長の答弁にありましたように入学者への

特設助成など、色んな種類があります。また、入学した後の検定料を補助するなどの支援もあり、

これは他地区からの学生を呼ぶのには宣伝になることではないかと思います。昨年度の一般質問

や、一昨年の一般質問の答えでも金銭的支援を視野に入れて、検討しているとの答弁があってお

り、しかし実行されないまま生徒数は減り続けております。検討の時期がそろそろ終わっていい

のではないでしょうか。来年の募集も始まっている今の状況ですが、直接的な金銭的支援に関し

て、町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  佐藤議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 確かにいろいろな、例えば福島高校であったり飯野高校というのは町を挙げて、自治体を挙げ

て支援をしていくということで、本当に高校の存続が地域の活力を失うということにつながるん

だという切実な思いから、そのように行政を挙げてということで取り組まれています。私どもも、
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教育委員会のほうでも視察のほうに行きまして、そういった実情を把握しているところでありま

す。 

 私のほうとしましても、公約の中で高校の増築、県の理解を得てということで、県のほうは予

算化をしていただきまして、実際に増築が、事業化がなると、予算がついているということであ

りますので、後は入寮費の支援とかいうことも考えていきたいということでお話をさせていただ

いておりました。この点につきまして、町単独でやるのか、あるいは西臼杵唯一の学校であると

いうこともありますので、五ケ瀬町、日之影町との協議も十分に必要だろうというふうに考えて

おります。 

 そこらあたりの相談がまだちゃんとできていないという部分でありますので、ここで正式にど

のような支援をしていくというのが表明が難しいところではありますけれども、何らかの金銭的

支援というのは寮だけに限るものなのか、あるいは通学ということに関しての費用の助成なのか

というところが、まだちょっと高千穂町単独でやるべきものというよりも、郡内の３町でやって

いったほうがいいのかなというふうに考えております。 

 そのあたり今年度しっかりと私も前向きに進めますということを話してまいりましたので、日

之影町、五ケ瀬町長とも協議をして進めてまいりたいと思います。 

○議長（工藤 博志議員）  佐藤さつき議員。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  ３町活性化協議会、他地区では活性化協議会などと名前がつい

ていますが、地域住民挙げての取り組みがやっぱり一番効果的だと思うので、この案も昨年、一

昨年ぐらいから何度か出ており、そのまま流れているという感じであります。 

 町長の答弁の中でも寮のこととかも出てきておりますが、寮を改築して新しくなってふやして

っていう条件がそろったにしても、子供たち、生徒たちがそこに視点を向けて高校に目を持って

くるっていうことがやっぱり優先的にならないと、なかなか選択肢の中に入ってこないというと

ころがあって、それには保護者のかかわりもやはり必要になってくると思います。 

 どうしても３町挙げての取り組みと、それから町単独の支援が急にというところは難しいよう

なことで、答えをいただいているんですが、町単独としての何か取り組みが早急にあることで、

保護者を含めた子供たちの視点が親子の視点が高千穂高校に向くのではないかとずっと考えてお

ります。町単独の支援に関してはどのようにお考えですか。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  町単独の支援については、まだ今具体的にこれというものはお示しで

きるものはないんですけれども、教育委員会のほうで視察に行った内容から、ほかの先進事例を

見て前に進めていきたいと思います。 

 先ほどの佐藤議員の御質問にありましたけれども、ＩＴを生かしました公設塾といいますか、
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遠隔での支援、塾というような学習の場ですね、こういったものについては実は町内でそういう

ことをやられている、町内というか、そういったことに取り組まれている方から、先進事例をい

ろいろお聞きしている事例もありまして、これは高千穂高校でもできるんじゃないかということ

を考えております。 

 教科書の内容をより詳しく端末を使ってその解説が流れてきたりとかいうようなことで、一人

でも学習を深めることができるといったこともあります。そういったことも含めまして、そうい

うことについては、これも３町での連携が必要かもしれませんけれども、高千穂町に住んでいる

学生については対象にするとか、そういうことも考えられるかなと思います。あとは高千穂町内

での、高千穂町内在住の高校生である場合、例えば通学費の支援であったり、あるいは学費の面

での支援というのも考えられないことはないのかなと思っておりますが、財源の面もありますの

で、ここはちょっと今はっきりとは示せませんけれども、町単独でも支援は可能なのかなという

ふうに考えておりますのでまた、今、高千穂高校の校長先生が非常に、高千穂高校へ残すんだと

いうことについては非常に熱心でありますので、ここの校長先生方ともまた保護者会の皆さんと

も協議をしながら内容を詰めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  佐藤さつき議員。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  前向きな意見をありがとうございます。高千穂町では、本年度

より子育て支援の支援金もいただけるようになり、女性が子供を産み育てるのに促進する動きの

一つとなり歓迎しています。 

 しかし、先のことを考えたときに自分も含めてですが、高校、大学と子供を大きくするにあた

って、先ほど町長も言われていましたけど、１５歳以上の子育て支援に関しての検討も考えない

といけないとおっしゃっていたんですが、一番お金のいる高校、大学ということを考えると、経

済的にもやはり子供を産むということに関してや、子育て支援金をいただいた、それだけでもな

かなか踏み切れないところがあります。やはり教育にはお金がかかるので、高校教育などに支援

がまた兼ねて出るようになると、少しは違うのかなと考えたりもしています。 

 家庭でもやはり教育にお金をかけないとなかなか子供を育てることができません。町もやはり

同じで、地域の子供を教育施策の沿って育てるには、やはり財政的にもお金をかけることが必要

だと思います。一般会計の中から教育費として予算が６％ほど出されています。その中で人件費

などを除くと、三、四％にとどまります。教育を受けるであろう子供たちは小１から就学する

１８歳までを数えたときに、１,２００人ほどです。全体の人口が１万２,０００人に対して

１０％ほど子供たちはいます。しかし、今の状況で教育予算は実際のところ三、四％ほどにとど

まっています。お金をかければいいということではありませんが、総合的に考えて教育、社会教
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育施設、それから総合的文化施設などが整っていない状況の高千穂町で、子供たちに人として育

てるために行政的に財政支援をしていただけると助かると考えているんですけど、どこからか財

政支援、予算を持ってくるような政策を考えていただきたく思いますが、どのようにお考えです

か。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  確かに、町独自で何かできないかということは私も考えているんです

けども、例えば高校生までの医療費支援というお話がありましたけれども、例えば町内に住んで

通いで延岡の学校に通うという人たちも対象になってしまうわけでありまして、それはそれでい

いのかなと思うんですけれども、高千穂高校入学者への支援ということで、高千穂高校に通って

いる人たちだけ対象にするというわけにもいかず、そのあたりちょっと悩むところであります。 

 また、単独で何かやるための財源ということについてですけども、新たなことをやっていこう

という場合には、それなりの財源が必要でありますけども、今まさにこの時期にやらなくちゃだ

めだということである問題だと私も思っておりますけども、例えばふるさと納税を財源としたふ

るさと応援基金などを活用して、早急に集中的に今やるんだということは可能であると思います

ので、そういった財源をもし急いでやるとすれば活用することになろうかと思います。アイデア

を出しながら、これだという部分について検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（工藤 博志議員）  佐藤さつき議員。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  前向きな検討をありがとうございます。とにかく入学募集が始

まっております。高校の入学、よそに行く、地元に残る、その選択は子供たちの自由なので、そ

れは子供たち任せなんですが、それなりの特色を早急に示すことで結果が変わってくるのではな

いかと長年ずっと考えてきたことです。いろんな対策を取りつつ、地元に、地元の高校が存続で

きるような方法に取り組んでいただけたらと考えておりますので、早急な対策を何とかことしの

入学募集に間に合うようにお願いできたらと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（工藤 博志議員）  町長。 

○町長（甲斐 宗之町長）  入学募集までということになりますと非常に期間が短くなってまいり

ますけれども、やはりどういったことが一番求められているのかということにつきましては、高

校のほうともよくお話をしながら検討してまいりたいと思いますが、予算が伴うということにな

りますと、議会での補正予算対応となってまいりますので、そのあたりについては早急にアイデ

アが何かしら出たとしても、９月になってしまうかなというふうには思いますけれども、集中的

に高校ともしっかりと連携を取るような形で協議の場を持っていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（工藤 博志議員）  佐藤さつき議員。 

○議員（１番 佐藤さつき議員）  ３町連携の協議会の成立に関しても、町単独の助成に関しても、

これから短期間の間ですが期待を持って様子を見ていきたいと思いますので、検討のほどをどう

ぞよろしくお願いします。 

 以上で、一般質問の内容を終了します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（工藤 博志議員）  以上をもちまして、本日の日程は終了しましたので、これにて散会し

ます。 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御起立お願いします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

午後３時27分散会 

────────────────────────────── 


